
昭
和
五
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
四
号

揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

揮
発
油
販
売
業
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
揮
発
油
販
売
業
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
二
条
の
十
六
）

第
二
章
　
登
録

第
一
節
　
揮
発
油
販
売
業
者
の
登
録
（
第
三
条―

第
九
条
）

第
二
節
　
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
登
録
（
第
九
条
の
二―

第
九
条
の
七
）

第
三
節
　
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
登
録
（
第
九
条
の
八―

第
九
条
の
十
三
）

第
三
章
　
品
質
の
確
保

第
一
節
　
揮
発
油
の
品
質
の
確
保
（
第
十
条―

第
二
十
一
条
）

第
二
節
　
軽
油
の
品
質
の
確
保
（
第
二
十
二
条―

第
二
十
六
条
）

第
三
節
　
灯
油
の
品
質
の
確
保
（
第
二
十
七
条―

第
三
十
一
条
）

第
四
節
　
重
油
の
品
質
の
確
保
（
第
三
十
二
条―

第
四
十
六
条
）

第
三
章
の
二
　
登
録
分
析
機
関
（
第
四
十
七
条―

第
五
十
五
条
）

第
四
章
　
雑
則
（
第
五
十
六
条―

第
六
十
四
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
石
油
製
品
）

第
一
条
の
二
　
法
第
二
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
炭
化
水
素
油
（
炭
化
水
素
と
そ
の
他
の
物
と
の
混
合
物
又
は
単
一
の
炭
化
水
素
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
石
油
ガ
ス
（
液
化
し
た
も
の
を
含
む
。
）
は
、
炭
素
数
三
又

は
四
の
炭
化
水
素
を
主
成
分
と
す
る
石
油
ガ
ス
（
液
化
し
た
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
。

（
揮
発
油
の
蒸
留
性
状
の
試
験
方
法
）

第
一
条
の
三
　
法
第
二
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
蒸
留
性
状
の
試
験
方
法
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｋ
二
二
五
四
号

（
石
油
製
品―

蒸
留
試
験
方
法
）
の
常
圧
法
蒸
留
試
験
方
法
で
定
め
る
試
験
方
法
と
す
る
。

（
揮
発
油
の
減
失
量
加
算
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
留
出
温
度
）

第
一
条
の
四
　
法
第
二
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
温
度
は
、
百
八
十
度
と
す
る
。

（
給
油
設
備
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
給
油
設
備
と
は
、
タ
ン
ク
、
配
管
、
ポ
ン
プ
、
計
量
器
及
び
給
油
管
を
い
う
。

（
揮
発
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
）

第
二
条
の
二
　
法
第
二
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
揮
発
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
は
、
灯
油
と
す
る
。

（
混
和
対
象
物
）

第
二
条
の
三
　
法
第
二
条
第
六
項
の
石
油
製
品
ご
と
に
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
混
和
対
象
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
揮
発
油
に
混
和
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
エ
タ
ノ
ー
ル
又
は
エ
チ
ル―

タ
ー
シ
ャ
リ―

ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

二
　
軽
油
に
混
和
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル

（
軽
油
の
蒸
留
性
状
の
試
験
方
法
）

第
二
条
の
四
　
法
第
二
条
第
八
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
蒸
留
性
状
の
試
験
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
五
四
号
（
石
油
製
品―

蒸
留
試
験
方
法
）
の
常
圧
法
蒸
留
試
験
方
法
で
定
め
る
試
験
方
法
と
す
る
。

（
軽
油
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
留
出
温
度
）

第
二
条
の
五
　
法
第
二
条
第
八
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
温
度
は
、
三
百
六
十
度
と
す
る
。

（
軽
油
の
残
留
炭
素
分
の
試
験
方
法
）

第
二
条
の
六
　
法
第
二
条
第
八
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
試
験
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
七
〇―

一
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

残
留
炭
素
分
の
求
め
方
）
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
七
〇―

二
号
（
原
油
及
び
石
油
製

品―

残
留
炭
素
分
の
求
め
方
）
で
定
め
る
試
験
方
法
と
す
る
。

（
軽
油
の
残
油
に
対
す
る
重
量
割
合
）

第
二
条
の
七
　
法
第
二
条
第
八
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

（
軽
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
）

第
二
条
の
八
　
法
第
二
条
第
九
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
は
、
灯
油
及
び
重
油
と
す
る
。
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（
灯
油
の
蒸
留
性
状
の
試
験
方
法
）

第
二
条
の
九
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
蒸
留
性
状
の
試
験
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
五
四
号
（
石
油
製
品―

蒸
留
試
験
方
法
）
の
常
圧
法
蒸
留
試
験
方
法
で
定
め
る
試
験
方
法
と
す
る
。

（
灯
油
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
留
出
温
度
）

第
二
条
の
十
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
温
度
は
、
二
百
七
十
度
と
す
る
。

（
灯
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
）

第
二
条
の
十
一
　
法
第
二
条
第
十
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
灯
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
は
、
軽
油
と
す
る
。

（
重
油
の
蒸
留
性
状
の
試
験
方
法
）

第
二
条
の
十
二
　
法
第
二
条
第
十
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
蒸
留
性
状
の
試
験
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
五
四
号
（
石
油
製
品―

蒸
留
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
と
す
る
。

（
重
油
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
留
出
温
度
）

第
二
条
の
十
三
　
法
第
二
条
第
十
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
温
度
は
、
三
百
六
十
度
と
す
る
。

（
重
油
の
残
留
炭
素
分
の
試
験
方
法
）

第
二
条
の
十
四
　
法
第
二
条
第
十
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
試
験
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
七
〇―

一
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

残
留
炭
素
分
の
求
め
方
）
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
七
〇―

二
号
（
原
油
及
び
石

油
製
品―

残
留
炭
素
分
の
求
め
方
）
で
定
め
る
試
験
方
法
と
す
る
。

（
重
油
の
残
油
に
対
す
る
重
量
割
合
）

第
二
条
の
十
五
　
法
第
二
条
第
十
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

（
海
底
の
掘
削
又
は
天
然
資
源
の
掘
採
の
用
に
供
す
る
施
設
）

第
二
条
の
十
六
　
法
第
二
条
第
十
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
海
底
の
掘
削
又
は
天
然
資
源
の
掘
採
の
用
に
供
す
る
施
設
は
、
鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十
六
号
）
第
一
条
第
二
項
第
二
十
三
号

に
い
う
掘
削
バ
ー
ジ
（
以
下
「
掘
削
バ
ー
ジ
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
第
二
十
四
号
に
い
う
海
洋
掘
採
施
設
（
以
下
「
海
洋
掘
採
施
設
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
重
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
）

第
二
条
の
十
七
　
法
第
二
条
第
十
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
重
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
は
、
軽
油
と
す
る
。

第
二
章
　
登
録

第
一
節
　
揮
発
油
販
売
業
者
の
登
録

（
揮
発
油
販
売
業
者
の
登
録
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
条
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
二
以
上
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
に
給
油
所
を
設
置
し
て
揮
発
油
販
売
業
を
行
お
う

と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
に
、
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
給
油
所
を
設
置
し
て
揮
発
油
販
売
業
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
給
油
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
に
様
式
第
一

に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
給
油
所
ご
と
の
事
業
の
開
始
の
日

二
　
給
油
所
ご
と
の
揮
発
油
の
購
入
先

三
　
給
油
所
ご
と
の
品
質
管
理
者
の
氏
名

四
　
給
油
所
ご
と
の
揮
発
油
の
分
析
に
使
用
す
る
分
析
設
備
の
種
類
又
は
揮
発
油
の
分
析
を
委
託
す
る
登
録
分
析
機
関
の
名
称

五
　
所
要
資
金
の
額
及
び
調
達
方
法

３
　
法
第
四
条
第
二
項
の
事
業
計
画
書
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
申
請
者
が
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二
　
品
質
管
理
者
が
第
十
一
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
給
油
所
ご
と
に
前
項
の
事
業
計
画
書
に
記
載
し
た
分
析
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
又
は
登
録
分
析
機
関
に
揮
発
油
の
分
析
を
委
託
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

四
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

第
四
条
及
び
第
五
条
　
削
除

（
揮
発
油
販
売
業
者
の
承
継
の
届
出
）

第
六
条
　
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
販
売
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
届
出
書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
販
売
業
者
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
て
揮
発
油
販
売
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
三
の
二
に
よ
る
書
面
及
び
事
業
の
全
部
の
譲
渡
し
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す

る
書
面

二
　
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
販
売
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
二
以
上
の
相
続
人
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
書
面
及
び
戸
籍
謄
本

三
　
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
販
売
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
前
号
の
相
続
人
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
五
に
よ
る
書
面
及
び
戸
籍
謄
本

四
　
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ
つ
て
揮
発
油
販
売
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
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五
　
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
に
よ
つ
て
揮
発
油
販
売
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
五
の
二
に
よ
る
書
面
及
び
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

六
　
揮
発
油
販
売
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

（
揮
発
油
販
売
業
者
の
変
更
登
録
の
申
請
）

第
七
条
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
給
油
所
を
新
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
二
に
よ
る
事
業
計
画
書
並
び
に
第
三
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
法
人
が
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
変
更
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
者
が
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
四
項
第
三
号
中
「
給
油
所
」
と
あ
る
の
は
「
変
更

に
係
る
給
油
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
揮
発
油
販
売
業
者
の
変
更
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
七
に
よ
る
届
出
書
を
法
第
三
条
の
登
録
又
は
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
揮
発
油
販
売
業
者
の
廃
止
の
届
出
）

第
九
条
　
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
販
売
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
に
よ
る
届
出
書
を
法
第
三
条
の
登
録
又
は
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
登
録

（
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
登
録
の
申
請
）

第
九
条
の
二
　
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
の
二
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
二
以
上
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
に
特
定
加
工
す
る
た
め
の
設

備
を
設
置
し
て
揮
発
油
特
定
加
工
業
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
に
、
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
特
定
加
工
す
る
た
め
の
設
備
を
設
置
し
て
揮
発
油
特
定
加
工
業
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
当
該
特
定
加
工
す
る
た
め
の
設
備
を
設
置
す
る
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
に
様
式
第
八
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
加
工
す
る
場
所
ご
と
の
事
業
の
開
始
の
日

二
　
特
定
加
工
す
る
場
所
ご
と
の
特
定
加
工
に
用
い
る
揮
発
油
及
び
混
和
対
象
物
の
購
入
先

三
　
特
定
加
工
し
て
生
産
し
た
揮
発
油
の
分
析
に
使
用
す
る
分
析
設
備
の
種
類
又
は
当
該
揮
発
油
の
分
析
を
委
託
す
る
登
録
分
析
機
関
の
名
称

３
　
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
事
業
計
画
書
は
、
様
式
第
八
の
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
申
請
者
が
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二
　
前
項
の
事
業
計
画
書
に
記
載
し
た
分
析
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
又
は
登
録
分
析
機
関
に
揮
発
油
の
分
析
を
委
託
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

四
　
特
定
加
工
す
る
た
め
の
設
備
の
取
扱
い
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
手
引
書

（
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
が
特
定
加
工
す
る
た
め
の
設
備
の
構
造
の
基
準
）

第
九
条
の
三
　
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
揮
発
油
と
混
和
対
象
物
と
の
混
和
が
、
第
十
条
に
規
定
す
る
揮
発
油
の
規
格
（
以
下
「
揮
発
油
規
格
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
比
率
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
揮
発
油
と
混
和
対
象
物
と
が
均
一
に
混
和
さ
れ
た
揮
発
油
を
生
産
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
揮
発
油
が
揮
発
し
た
も
の
の
漏
洩
に
よ
る
性
状
の
変
化
を
防
止
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
混
和
対
象
物
と
し
て
エ
タ
ノ
ー
ル
を
用
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
水
分
の
混
入
に
よ
る
性
状
の
変
化
を
防
止
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
承
継
の
届
出
）

第
九
条
の
四
　
法
第
十
二
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
の
四
に
よ
る
届
出
書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
て
、
経
済
産

業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
十
二
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
て
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
八
の
五
に
よ
る
書
面
及

び
事
業
の
全
部
の
譲
渡
し
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
法
第
十
二
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
二
以
上
の
相
続
人
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第

八
の
六
に
よ
る
書
面
及
び
戸
籍
謄
本

三
　
法
第
十
二
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
前
号
の
相
続
人
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
八
の
七
に
よ
る
書
面
及
び
戸
籍

謄
本

四
　
法
第
十
二
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ
つ
て
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

五
　
法
第
十
二
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
に
よ
つ
て
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
八
の
八
に
よ
る
書
面
及
び
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

六
　
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

3



（
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
変
更
登
録
の
申
請
）

第
九
条
の
五
　
法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
の
九
に
よ
る
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
特
定
加
工
す
る
た
め
の
設
備
を
新
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
八
の
三
に
よ
る
事
業
計
画
書
並
び
に
第
九
条
の
二
第
四
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
法
人
が
そ
の
業
務
を
行

う
役
員
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
が
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
変
更
の
届
出
）

第
九
条
の
六
　
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
の
十
に
よ
る
届
出
書
を
法
第
十
二
条
の
二
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は

経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
廃
止
の
届
出
）

第
九
条
の
七
　
法
第
十
二
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
の
十
一
に
よ
る
届
出
書
を
法
第
十
二
条
の
二
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の

六
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
　
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
登
録

（
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
登
録
の
申
請
）

第
九
条
の
八
　
法
第
十
二
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
の
九
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
二
以
上
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
に
特
定
加
工
す
る
た
め
の
設

備
を
設
置
し
て
軽
油
特
定
加
工
業
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
に
、
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
特
定
加
工
す
る
た
め
の
設
備
を
設
置
し
て
軽
油
特
定
加
工
業
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
当
該
特
定
加
工
す
る
た
め
の
設
備
を
設
置
す
る
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
に
様
式
第
八
の
十
二
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
二
条
の
十
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
加
工
す
る
場
所
ご
と
の
事
業
の
開
始
の
日

二
　
特
定
加
工
す
る
場
所
ご
と
の
特
定
加
工
に
用
い
る
軽
油
及
び
混
和
対
象
物
の
購
入
先

三
　
特
定
加
工
し
て
生
産
し
た
軽
油
の
分
析
に
使
用
す
る
分
析
設
備
の
種
類
又
は
当
該
軽
油
の
分
析
を
委
託
す
る
登
録
分
析
機
関
の
名
称

３
　
法
第
十
二
条
の
十
第
二
項
の
事
業
計
画
書
は
、
様
式
第
八
の
十
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
十
二
条
の
十
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
申
請
者
が
法
第
十
二
条
の
十
二
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二
　
前
項
の
事
業
計
画
書
に
記
載
し
た
分
析
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
又
は
登
録
分
析
機
関
に
軽
油
の
分
析
を
委
託
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

四
　
特
定
加
工
す
る
た
め
の
設
備
の
取
扱
い
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
手
引
書

（
軽
油
特
定
加
工
業
者
が
特
定
加
工
す
る
た
め
の
設
備
の
構
造
の
基
準
）

第
九
条
の
九
　
法
第
十
二
条
の
十
二
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
軽
油
と
混
和
対
象
物
と
の
混
和
が
、
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
軽
油
の
規
格
（
以
下
「
軽
油
規
格
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
比
率
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
軽
油
と
混
和
対
象
物
と
が
均
一
に
混
和
さ
れ
た
軽
油
を
生
産
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
承
継
の
届
出
）

第
九
条
の
十
　
法
第
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
の
十
四
に
よ
る
届
出
書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
て
、
経
済

産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
て
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
八
の
十
五
に
よ
る
書
面
及

び
事
業
の
全
部
の
譲
渡
し
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
法
第
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
二
以
上
の
相
続
人
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第

八
の
十
六
に
よ
る
書
面
及
び
戸
籍
謄
本

三
　
法
第
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
前
号
の
相
続
人
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
八
の
十
七
に
よ
る
書
面
及
び
戸

籍
謄
本

四
　
法
第
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ
つ
て
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

五
　
法
第
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
に
よ
つ
て
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
八
の
十
八
に
よ
る
書
面
及
び
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

六
　
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
法
第
十
二
条
の
十
二
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

（
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
変
更
登
録
の
申
請
）

第
九
条
の
十
一
　
法
第
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
の
十
九
に
よ
る
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
特
定
加
工
す
る
た
め
の
設
備
を
新
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
八
の
十
三
に
よ
る
事
業
計
画
書
並
び
に
第
九
条
の
八
第
四
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
法
人
が
そ
の
業
務
を

行
う
役
員
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
が
法
第
十
二
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
変
更
の
届
出
）

第
九
条
の
十
二
　
法
第
十
二
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
の
二
十
に
よ
る
届
出
書
を
法
第
十
二
条
の
九
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業

大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
廃
止
の
届
出
）

第
九
条
の
十
三
　
法
第
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
軽
油
特
定
加
工
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
の
二
十
一
に
よ
る
届
出
書
を
法
第
十
二
条
の
九
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条

の
十
三
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
品
質
の
確
保

第
一
節
　
揮
発
油
の
品
質
の
確
保

（
揮
発
油
規
格
）

第
十
条
　
法
第
十
三
条
の
揮
発
油
の
規
格
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
鉛
が
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

二
　
硫
黄
分
が
〇
・
〇
〇
一
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
メ
チ
ル
タ
ー
シ
ャ
リ
ー
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
が
七
体
積
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
酸
素
分
が
一
・
三
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
ベ
ン
ゼ
ン
が
一
体
積
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

六
　
灯
油
の
混
入
率
が
四
体
積
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

七
　
メ
タ
ノ
ー
ル
が
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

八
　
エ
タ
ノ
ー
ル
が
三
体
積
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

九
　
実
在
ガ
ム
が
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
　
オ
レ
ン
ジ
色
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
に
定
め
る
鉛
が
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
と
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
五
五
号
（
石
油
製
品―

ガ
ソ
リ
ン―

鉛
分
試
験
方
法
）
の
原
子
吸
光
Ａ
法
又
は
原
子
吸
光
Ｂ
法
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
結
果
が
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
〇
・
〇
〇
一
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

３
　
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―
一
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

二
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）

で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

六
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

七
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る

試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

４
　
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、

日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

五
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

六
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値

と
す
る
。

５
　
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―
成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又

は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

六
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

６
　
第
一
項
第
五
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

三
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又

は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

７
　
第
一
項
第
六
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

８
　
第
一
項
第
七
号
に
定
め
る
メ
タ
ノ
ー
ル
が
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
と
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試

験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

五
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

六
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ

り
測
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
結
果
が
〇
・
五
体
積
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

９
　
第
一
項
第
八
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又

は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

六
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

10
　
第
一
項
第
九
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
六
一
号
（
石
油
製
品―

自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
及
び
航
空
燃
料
油―
実
在
ガ
ム
試
験
方
法―

噴
射
蒸
発
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す

る
。

（
揮
発
油
規
格
の
特
則
）

第
十
条
の
二
　
揮
発
油
生
産
業
者
、
揮
発
油
輸
入
業
者
、
法
第
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
行
う
べ
き
者
（
以
下
「
揮
発
油
加
工
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
が
次
条
に
規
定
す
る
揮
発
油
試
験
研
究

計
画
の
認
定
を
受
け
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
（
以
下
「
認
定
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
揮
発
油
を
販
売
又
は
消
費
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
揮
発
油
規
格
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
認
定
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
に
定
め
ら
れ
た
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
揮
発
油
の
品
質
と
す
る
。

２
　
揮
発
油
販
売
業
者
、
揮
発
油
生
産
業
者
、
揮
発
油
輸
入
業
者
、
揮
発
油
加
工
業
者
又
は
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
が
、
揮
発
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
で
あ
つ
て
三
体
積
百
分
率
を
超
え
十
体
積
百
分
率
以
下
の
エ
タ
ノ
ー
ル
を
混
合

し
た
揮
発
油
又
は
一
・
三
質
量
百
分
率
を
超
え
三
・
七
質
量
百
分
率
以
下
の
酸
素
分
を
含
む
揮
発
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
と
し
て
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
条
の
登
録
又
は
同
法
第
六
十
条
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第
一
項
後
段
若
し
く
は
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
自
動
車
の
燃
料
と
し
て
揮
発
油
を
販
売
又
は
消
費
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
揮
発
油
規
格
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
第
四
号
中
「
一
・
三
質
量
百
分
率
」
と
あ
る
の
は
「
三
・
七
質
量
百
分
率
」
と
、
同
項
第
八
号
中
「
三
体
積
百
分
率
」
と
あ
る
の
は
「
十
体
積
百
分
率
」
と
す
る
。

（
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
十
条
の
三
　
揮
発
油
生
産
業
者
、
揮
発
油
輸
入
業
者
、
揮
発
油
加
工
業
者
又
は
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
は
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
揮
発
油
を
販
売
又
は
消
費
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
試
験
研
究
の
開
始
前
に
、
当
該
試
験

研
究
の
計
画
（
以
下
「
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
の
期
間
は
、
五
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
揮
発
油
生
産
業
者
、
揮
発
油
輸
入
業
者
、
揮
発
油
加
工
業
者
又
は
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
揮
発
油
（
以
下
「
試
験
研
究
用
揮
発
油
」
と
い
う
。
）
を
販
売
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
研
究
用

揮
発
油
を
自
動
車
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
者
の
氏
名
（
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
、
住
所
及
び
連
絡
先

三
　
試
験
研
究
の
開
始
の
日
及
び
終
了
の
日
（
試
験
研
究
用
揮
発
油
を
販
売
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
試
験
研
究
用
揮
発
油
の
販
売
の
開
始
の
日
及
び
終
了
の
日
並
び
に
試
験
研
究
の
開
始
の
日
及
び
終
了
の
日
）

四
　
試
験
研
究
の
目
的
及
び
実
施
の
場
所

五
　
試
験
研
究
用
揮
発
油
の
品
質

六
　
試
験
研
究
用
揮
発
油
の
生
産
を
行
う
場
所
（
試
験
研
究
用
揮
発
油
を
輸
入
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
研
究
用
揮
発
油
を
輸
入
す
る
者
か
ら
当
該
試
験
研
究
を
実
施
す
る
場
所
ま
で
の
流
通
の
経
路
）

七
　
試
験
研
究
用
揮
発
油
を
用
い
る
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
標
又
は
車
両
番
号
標
及
び
型
式

八
　
試
験
研
究
に
お
け
る
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
及
び
管
理
体
制

九
　
前
号
の
措
置
を
講
じ
、
及
び
管
理
体
制
を
維
持
す
る
た
め
の
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力

４
　
前
三
項
に
規
定
す
る
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
の
申
請
は
、
様
式
第
八
の
二
十
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
基
準
）

第
十
条
の
四
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
認
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
試
験
研
究
が
自
動
車
の
燃
料
に
係
る
技
術
の
発
展
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
に
記
載
さ
れ
た
措
置
及
び
管
理
体
制
が
自
動
車
の
燃
料
に
関
す
る
安
全
性
に
関
す
る
知
見
か
ら
判
断
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三
　
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
に
記
載
さ
れ
た
措
置
を
講
じ
、
及
び
管
理
体
制
を
維
持
す
る
た
め
の
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
が
あ
る
こ
と
。

四
　
前
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
を
行
つ
た
者
が
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
法
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
揮
発
油
販
売
業
者
又
は
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
で
あ
つ
て
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ
　
揮
発
油
販
売
業
者
又
は
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
で
あ
つ
て
法
人
で
あ
る
も
の
が
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
あ
つ
た
日
前
三
十

日
以
内
に
そ
の
揮
発
油
販
売
業
者
又
は
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
業
務
を
行
う
役
員
で
あ
つ
た
者
で
そ
の
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の

ニ
　
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

ホ
　
第
十
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

（
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
十
条
の
五
　
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
認
定
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
に
つ
い
て
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済

産
業
大
臣
の
変
更
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
変
更
の
認
定
に
準
用
す
る
。

３
　
第
一
項
の
認
定
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
は
、
様
式
第
八
の
二
十
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
事
業
者
に
よ
る
管
理
等
）

第
十
条
の
六
　
認
定
事
業
者
は
、
当
該
試
験
研
究
が
認
定
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
に
従
つ
た
も
の
と
な
る
よ
う
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
認
定
事
業
者
は
、
認
定
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
に
記
載
さ
れ
た
措
置
及
び
管
理
体
制
か
ら
見
て
、
予
見
さ
れ
な
い
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
認
定
事
業
者
は
、
十
二
月
ご
と
に
、
様
式
第
八
の
二
十
四
に
よ
る
書
面
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
認
定
事
業
者
は
、
当
該
認
定
揮
発
油
試
験
研
究
計
画
の
終
了
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
様
式
第
八
の
二
十
五
に
よ
る
書
面
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
取
消
）

第
十
条
の
七
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
。

二
　
前
条
各
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

（
揮
発
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
）

第
十
条
の
八
　
法
第
十
三
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
揮
発
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
は
、
灯
油
と
す
る
。
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（
品
質
管
理
者
の
資
格
）

第
十
一
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
資
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
三
条
の
二
の
甲
種
危
険
物
取
扱
者
免
状
又
は
乙
種
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

二
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
揮
発
油
の
給
油
の
実
務
に
六
月
以
上
従
事
し
、
か
つ
、
消
防
法
第
十
三
条
の
二
の
丙
種
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

イ
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
、
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
若
し
く
は
旧
高
等
学
校
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
九
号
）
に
よ
る
高

等
学
校
尋
常
科
を
卒
業
し
若
し
く
は
修
了
し
た
者
又
は
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
合
格
し
た
者
（
同
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十
三
号
）
に
よ
る
大
学
入
学
資
格
検
定
に
合
格
し
た
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
審
査
規
則
（
令
和
四
年
文
部
科
学
省
令
第
十
八

号
）
に
よ
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
審
査
に
合
格
し
た
者

ロ
　
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者

（
品
質
管
理
者
の
選
任
等
の
届
出
）

第
十
二
条
　
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
品
質
管
理
者
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
九
に
よ
る
届
出
書
に
、
当
該
品
質
管
理
者
が
前
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書

面
を
添
付
し
て
、
法
第
三
条
の
登
録
又
は
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
解
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
面
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
品
質
管
理
者
の
職
務
）

第
十
三
条
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
品
質
管
理
者
の
職
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
揮
発
油
の
分
析
を
行
う
こ
と
（
揮
発
油
販
売
業
者
が
登
録
分
析
機
関
に
揮
発
油
の
分
析
を
委
託
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

二
　
第
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
生
産
揮
発
油
品
質
維
持
計
画
又
は
確
認
揮
発
油
品
質
維
持
計
画
の
作
成
及
び
実
施
に
つ
い
て
監
督
す
る
こ
と
。

三
　
揮
発
油
の
分
析
に
使
用
す
る
分
析
設
備
を
第
十
五
条
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
維
持
す
る
こ
と
。

四
　
法
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
標
準
揮
発
油
の
表
示
に
つ
い
て
監
督
す
る
こ
と
。

五
　
法
第
十
九
条
第
一
項
の
帳
簿
の
記
載
（
揮
発
油
の
品
質
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
四
項
の
帳
簿
の
記
載
（
揮
発
油
販
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
法
第
二
十
条
第
一
項
の
報
告
（
揮
発
油
販
売
業
者
に
係

る
も
の
で
あ
つ
て
揮
発
油
の
品
質
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
監
督
す
る
こ
と
。

六
　
そ
の
他
揮
発
油
の
品
質
の
確
保
に
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
揮
発
油
の
分
析
の
方
法
）

第
十
四
条
　
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
揮
発
油
の
分
析
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
分
析
は
十
日
ご
と
に
行
う
こ
と
。

二
　
試
料
は
給
油
管
か
ら
採
取
す
る
こ
と
。

三
　
採
取
し
た
試
料
は
速
や
か
に
分
析
を
す
る
も
の
と
し
、
分
析
を
す
る
ま
で
の
間
は
そ
の
成
分
の
変
化
が
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
お
く
こ
と
。

四
　
分
析
設
備
の
使
用
方
法
に
従
つ
て
分
析
を
す
る
こ
と
。

（
揮
発
油
の
分
析
の
特
則
）

第
十
四
条
の
二
　
揮
発
油
販
売
業
者
は
、
給
油
所
ご
と
に
、
生
産
揮
発
油
品
質
維
持
計
画
（
以
下
「
生
産
計
画
」
と
い
う
。
）
又
は
確
認
揮
発
油
品
質
維
持
計
画
（
以
下
「
確
認
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
法
第
三
条
の
登

録
又
は
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
て
、
当
該
生
産
計
画
又
は
確
認
計
画
が
次
の
各
号
に
適
合
す
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
生
産
計
画
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
揮
発
油
販
売
業
者
（
以
下
「
生
産
計
画
申
請
業
者
」
と
い
う
。
）
が
申
請
の
日
か
ら
当
該
生
産
計
画
の
終
了
の
日
（
以
下
「
生
産
計
画
終
了
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
申
請
に
係
る
給
油
所
（
以

下
「
生
産
計
画
申
請
給
油
所
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
販
売
す
る
揮
発
油
の
主
た
る
流
通
の
経
路
（
揮
発
油
生
産
業
者
、
揮
発
油
輸
入
業
者
又
は
揮
発
油
加
工
業
者
か
ら
生
産
計
画
申
請
給
油
所
ま
で
の
当
該
揮
発
油
の
主
た
る
流

通
の
経
路
を
い
う
。
以
下
「
主
た
る
生
産
揮
発
油
流
通
経
路
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
生
産
計
画
申
請
業
者
が
申
請
の
日
前
一
月
間
生
産
計
画
申
請
給
油
所
を
用
い
て
販
売
し
た
揮
発
油
の
主
た
る
生
産
揮
発
油
流
通
経
路
と
同
一

で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
生
産
計
画
申
請
業
者
が
申
請
の
日
前
一
月
間
生
産
計
画
申
請
給
油
所
を
用
い
て
法
第
十
三
条
の
規
格
に
適
合
し
な
い
揮
発
油
を
販
売
し
て
い
な
い
こ
と
、
か
つ
、
申
請
の
日
か
ら
生
産
計
画
終
了
日
ま
で
の
間
に
、
同
条
の
規

格
に
適
合
し
な
い
揮
発
油
を
販
売
し
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二
　
確
認
計
画
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
揮
発
油
販
売
業
者
（
以
下
「
確
認
計
画
申
請
業
者
」
と
い
う
。
）
が
申
請
の
日
か
ら
当
該
確
認
計
画
の
終
了
の
日
（
以
下
「
確
認
計
画
終
了
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
申
請
に
係
る
給
油
所
（
以

下
「
確
認
計
画
申
請
給
油
所
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
販
売
す
る
揮
発
油
の
主
た
る
流
通
の
経
路
（
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
揮
発
油
を
供
給
す
る
者
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
登
録
分
析
機
関
の
確

認
を
定
期
的
に
受
け
て
い
る
者
又
は
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
（
以
下
「
確
認
供
給
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
確
認
計
画
申
請
給
油
所
ま
で
の
当
該
揮
発
油
の
主
た
る
流
通
の
経
路
を
い
う
。
以
下
「
主
た
る
確
認
揮
発
油
流
通
経
路
」

と
い
う
。
）
が
、
当
該
確
認
計
画
申
請
業
者
が
申
請
の
日
前
一
月
間
確
認
計
画
申
請
給
油
所
を
用
い
て
販
売
し
た
揮
発
油
の
主
た
る
確
認
揮
発
油
流
通
経
路
と
同
一
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
確
認
計
画
申
請
業
者
が
申
請
の
日
前
一
月
間
確
認
計
画
申
請
給
油
所
を
用
い
て
法
第
十
三
条
の
規
格
に
適
合
し
な
い
揮
発
油
を
販
売
し
て
い
な
い
こ
と
、
か
つ
、
申
請
の
日
か
ら
確
認
計
画
終
了
日
ま
で
の
間
に
、
同
条
の
規

格
に
適
合
し
な
い
揮
発
油
を
販
売
し
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。
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２
　
生
産
計
画
申
請
業
者
又
は
確
認
計
画
申
請
業
者
（
以
下
「
申
請
揮
発
油
販
売
業
者
」
と
総
称
す
る
。
）
が
、
申
請
の
日
前
一
月
間
生
産
揮
発
油
申
請
給
油
所
又
は
確
認
揮
発
油
申
請
給
油
所
（
以
下
「
申
請
給
油
所
」
と
総
称
す
る
。
）

を
用
い
て
販
売
し
た
揮
発
油
の
主
た
る
生
産
揮
発
油
流
通
経
路
又
は
主
た
る
確
認
揮
発
油
流
通
経
路
（
以
下
「
申
請
前
流
通
経
路
」
と
総
称
す
る
。
）
の
う
ち
、
当
該
申
請
給
油
所
の
直
前
ま
で
の
も
の
が
同
一
の
申
請
給
油
所
が
複
数

あ
る
場
合
に
は
、
申
請
揮
発
油
販
売
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
複
数
の
申
請
給
油
所
に
係
る
生
産
計
画
又
は
確
認
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
総
称
す
る
。
）
を
一
括
し
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
申
請
揮
発
油
販
売
業
者
が
、
給
油
所
ご
と
に
、
当
該
申
請
給
油
所
以
外
の
給
油
所
に
係
る
計
画
に
つ
い
て
第
一
項
の
認
定
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
認
定
が
効
力
を
有
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
主
た
る
生
産
揮
発
油
流
通
経
路
又

は
主
た
る
確
認
揮
発
油
流
通
経
路
の
う
ち
当
該
申
請
給
油
所
の
直
前
ま
で
の
も
の
と
、
当
該
申
請
給
油
所
以
外
の
給
油
所
に
係
る
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
主
た
る
生
産
揮
発
油
流
通
経
路
又
は
主
た
る
確
認
揮
発
油
流
通
経
路
の
う

ち
当
該
申
請
給
油
所
以
外
の
給
油
所
の
直
前
ま
で
の
も
の
と
が
同
一
の
場
合
に
は
、
第
一
項
各
号
及
び
前
項
の
規
定
で
次
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
と
読
み
替
る
も
の
と
す
る
。

第

一

項

第

一
号
イ

が
、
当
該
生
産
計
画
申
請
業
者
が
申
請
の
日
前
一
月
間
生
産
計
画
申
請
給
油
所
を
用
い
て
販
売
し
た
揮
発

油
の
主
た
る
生
産
揮
発
油
流
通
経
路
と

の
う
ち
当
該
生
産
計
画
申
請
給
油
所
の
直
前
ま
で
の
も
の
と
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
認
定
が
効

力
を
有
し
て
い
る
当
該
生
産
計
画
申
請
給
油
所
以
外
の
給
油
所
に
係
る
生
産
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
主
た
る
生

産
揮
発
油
流
通
経
路
の
う
ち
当
該
生
産
計
画
申
請
給
油
所
以
外
の
給
油
所
の
直
前
ま
で
の
も
の
と
が

第

一

項

第

一
号
ロ

生
産
計
画
申
請
業
者
が
申
請
の
日
前
一
月
間
生
産
計
画
申
請
給
油
所
を
用
い
て
法
第
十
三
条
の
規
格
に
適

合
し
な
い
揮
発
油
を
販
売
し
て
い
な
い
こ
と
、
か
つ
、

削
除

第

一

項

第

二
号
イ

が
、
当
該
確
認
計
画
申
請
業
者
が
申
請
の
日
前
一
月
間
確
認
計
画
申
請
給
油
所
を
用
い
て
販
売
し
た
揮
発

油
の
主
た
る
確
認
揮
発
油
流
通
経
路
と

の
う
ち
当
該
確
認
計
画
申
請
給
油
所
の
直
前
ま
で
の
も
の
と
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
認
定
が
効

力
を
有
し
て
い
る
当
該
確
認
計
画
申
請
給
油
所
以
外
の
給
油
所
に
係
る
確
認
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
主
た
る
確

認
揮
発
油
流
通
経
路
の
う
ち
当
該
確
認
計
画
申
請
給
油
所
以
外
の
給
油
所
の
直
前
ま
で
の
も
の
と
が

第

一

項

第

二
号
ロ

確
認
計
画
申
請
業
者
が
申
請
の
日
前
一
月
間
確
認
計
画
申
請
給
油
所
を
用
い
て
法
第
十
三
条
の
規
格
に
適

合
し
な
い
揮
発
油
を
販
売
し
て
い
な
い
こ
と
、
か
つ
、

削
除

第
二
項

申
請
の
日
前
一
月
間
生
産
揮
発
油
申
請
給
油
所
又
は
確
認
揮
発
油
申
請
給
油
所
（
以
下
「
申
請
給
油
所
」

と
総
称
す
る
。
）
を
用
い
て
販
売
し
た
揮
発
油
の
主
た
る
生
産
揮
発
油
流
通
経
路
又
は
主
た
る
確
認
揮
発

油
流
通
経
路
（
以
下
「
申
請
前
流
通
経
路
」
と
総
称
す
る
。
）

申
請
の
日
か
ら
当
該
生
産
計
画
の
終
了
の
日
又
は
確
認
生
産
計
画
の
終
了
の
日
ま
で
生
産
揮
発
油
申
請
給
油
所
又

は
確
認
揮
発
油
申
請
給
油
所
（
以
下
「
申
請
給
油
所
」
と
総
称
す
る
。
）
を
用
い
て
販
売
す
る
揮
発
油
の
主
た
る
生

産
揮
発
油
流
通
経
路
又
は
主
た
る
確
認
揮
発
油
流
通
経
路

４
　
生
産
計
画
及
び
確
認
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
で
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
の
認
定
を
受
け
る
計
画
に
は
、
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
申
請
前
流
通
経
路
、
第
六
号

に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
申
請
の
一
月
前
か
ら
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
確
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
申
請
揮
発
油
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三
　
申
請
給
油
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
計
画
の
開
始
の
日
（
以
下
「
計
画
開
始
日
」
と
い
う
。
）
及
び
計
画
の
終
了
の
日
（
以
下
「
計
画
終
了
日
」
と
い
う
。
）

五
　
申
請
前
流
通
経
路
及
び
申
請
の
日
か
ら
計
画
終
了
日
ま
で
の
間
に
申
請
給
油
所
を
用
い
て
販
売
す
る
揮
発
油
の
主
た
る
生
産
揮
発
油
流
通
経
路
又
は
主
た
る
確
認
揮
発
油
流
通
経
路
（
以
下
「
申
請
後
流
通
経
路
」
と
総
称
す
る
。
）

六
　
申
請
後
流
通
経
路
を
構
成
す
る
者
で
あ
つ
て
、
申
請
揮
発
油
販
売
業
者
及
び
揮
発
油
を
申
請
揮
発
油
販
売
業
者
に
直
接
又
は
間
接
に
供
給
す
る
者
（
以
下
「
主
た
る
揮
発
油
供
給
者
」
と
い
う
。
）
の
全
部
（
確
認
計
画
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
主
た
る
確
認
供
給
者
に
直
接
又
は
間
接
に
揮
発
油
を
供
給
す
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
申
請
の
日
前
一
月
間
生
産
計
画
申
請
給
油
所
を
用
い
て
法
第
十
三
条
の
規
格
に
適
合
し
な
い
揮
発
油
を
販
売
し
な
い
こ

と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
講
じ
て
き
た
措
置

七
　
申
請
後
流
通
経
路
を
構
成
す
る
申
請
揮
発
油
販
売
業
者
及
び
主
た
る
揮
発
油
供
給
者
の
全
部
が
、
申
請
の
日
か
ら
計
画
終
了
日
ま
で
の
間
に
申
請
給
油
所
を
用
い
て
法
第
十
三
条
の
規
格
に
適
合
し
な
い
揮
発
油
を
販
売
し
な
い

こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
措
置

八
　
確
認
計
画
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
確
認
計
画
申
請
給
油
所
に
揮
発
油
を
供
給
す
る
者
が
、
申
請
の
一
月
前
か
ら
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
確
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
及
び
申
請
の
日
か
ら
計
画
終
了
日
ま
で
の
間
に
同
号
イ

に
規
定
す
る
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
措
置

５
　
前
項
第
四
号
の
計
画
開
始
日
か
ら
計
画
終
了
日
ま
で
の
期
間
は
一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

６
　
第
一
項
の
認
定
（
第
三
項
で
読
み
替
え
ら
れ
た
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
計
画
開
始
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
様
式
第
十
に
よ
る
申
請
書
を
法
第
三
条
の
登
録
又
は
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を

し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
で
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
号
の
書
類
の
う
ち
申
請
前
流
通
経
路
を
証
す
る
書
面
、
第
二
号
及
び

第
四
号
の
書
類
並
び
に
第
五
号
の
書
類
の
う
ち
第
四
項
第
八
号
の
確
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
三
項
で
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
後
、

計
画
開
始
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
申
請
給
油
所
に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の
帳
簿
（
申
請
の
日
か
ら
計
画
開
始
日
ま
で
の
間
の
第
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
に
限
る
）
の
写
し
を
法
第
三
条
の
登
録
又

は
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
前
流
通
経
路
及
び
申
請
後
流
通
経
路
を
証
す
る
書
面

二
　
主
た
る
揮
発
油
供
給
者
の
全
部
が
第
四
項
第
六
号
の
措
置
を
講
じ
て
き
た
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

三
　
第
四
項
第
七
号
の
措
置
が
確
実
に
講
じ
ら
れ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

四
　
申
請
給
油
所
に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の
帳
簿
（
申
請
の
日
前
一
月
間
の
第
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
写
し

五
　
確
認
計
画
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
四
項
第
八
号
の
確
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
及
び
同
号
の
措
置
が
確
実
に
講
じ
ら
れ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

８
　
第
十
四
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
揮
発
油
販
売
業
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
給
油
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

8



第
十
四
条
の
三
　
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
揮
発
油
販
売
業
者
（
以
下
「
認
定
揮
発
油
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
認
定
に
係
る
給
油
所
に
つ
い
て
は
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
揮
発
油
の
分
析
を
、
第
十
四
条
第
一
号
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
計
画
開
始
日
（
計
画
終
了
日
が
第
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

後
に
受
け
た
計
画
終
了
日
の
変
更
の
認
定
の
申
請
の
日
）
か
ら
計
画
終
了
日
（
第
十
四
条
の
七
第

一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
揮
発
油
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
申
請
の
日
の
前
日
）
ま
で
の
間
に
、
一
回
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
四
　
認
定
揮
発
油
販
売
業
者
が
そ
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
渡
し
、
又
は
認
定
揮
発
油
販
売
業
者
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
若
し
く
は
分
割
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
業

の
全
部
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
事
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立

し
た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
そ
の
事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
は
、
そ
の
認
定
揮
発
油
販
売
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

第
十
四
条
の
五
　
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
計
画
（
以
下
「
認
定
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
申
請
給
油
所
の
所
在
地
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
第
四
項
第
五
号
、
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更

が
あ
つ
た
と
き
、
第
十
四
条
の
二
第
七
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
書
類
を
提
出
し
な
か
つ
た
と
き
又
は
当
該
計
画
に
係
る
揮
発
油
生
産
業
者
、
揮
発
油
輸
入
業
者
若
し
く
は
揮
発
油
加
工
業
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
、

法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該
認
定
計
画
に
係
る
認
定
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
区
域
内
に
お
い
て
申
請
給
油
所
を

有
す
る
揮
発
油
販
売
業
者
の
認
定
計
画
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
期
間
内
に
生
じ
た
変
更
で
あ
つ
て
、
特
定
非
常
災
害
（
特
定
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平

成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
特
定
非
常
災
害
を
い
う
。
）
に
よ
り
緊
急
に
揮
発
油
を
販
売
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
生
じ
た
当
該
揮
発
油
販
売
業
者
ま
で
の
申
請
後
流
通
経
路
を
短
縮
す
る
変

更
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
変
更
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
四
条
の
六
　
揮
発
油
販
売
業
者
は
、
認
定
計
画
に
つ
い
て
第
十
四
条
の
二
第
四
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
法
第
三
条
の
登
録
又
は

法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
一
に
よ
る
届
出
書
を
法
第
三
条
の
登
録
又
は
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
七
　
認
定
揮
発
油
販
売
業
者
は
、
法
第
三
条
の
登
録
又
は
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
の
認
定
を
受
け
て
計
画
終
了
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
計
画
終
了
日
の
三
月
前
か
ら
一
月
前
ま
で
の
間
に
、
様
式
第
十
二
に
よ
る
申
請
書
を
法
第
三
条
の
登
録
又
は
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
前
の
計
画
終
了
日
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
後
の
計
画
終
了
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
計
画
期
間
」
と
い
う
。
）
は
一
年
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
の
認
定

を
継
続
し
て
二
回
以
上
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
計
画
期
間
は
二
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
計
画
期
間
を
一
年
を
超
え
る
も
の
と
し
た
場
合
に
は
、
第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
揮
発
油
の
分
析
を
、
当
該
計
画
開
始
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
ま
で

の
間
に
一
回
、
一
年
を
経
過
し
た
翌
日
か
ら
当
該
計
画
終
了
日
ま
で
の
間
に
一
回
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
定
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
申
請
の
日
か
ら
当
該
生
産
計
画
の
終
了
の
日
（
以
下
「
生
産
計
画
終
了

日
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
同
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
申
請
の
日
か
ら
当
該
確
認
計
画
の
終
了
の
日
（
以
下
「
確
認
計
画
終
了
日
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
又
は
同
条
第
四
項
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
申
請
の
日
か
ら

計
画
終
了
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
七
第
一
項
の
認
定
の
申
請
の
日
か
ら
変
更
後
の
計
画
終
了
日
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
項
、
第
四
項
第
六
号
並
び
に
第
七
項
第
四
号
中
「
申
請
の
日
前
一
月
間
」

と
あ
る
の
は
「
計
画
の
認
定
の
申
請
の
日
（
変
更
さ
れ
た
計
画
終
了
日
の
変
更
の
認
定
に
あ
つ
て
は

後
に
受
け
た
第
十
四
条
の
七
第
一
項
の
認
定
の
申
請
の
日
）
か
ら
第
十
四
条
の
七
第
一
項
の
認
定
の
申
請
の
日
ま
で
の
間
」
と
、

同
条
第
四
項
第
四
号
中
「
計
画
の
開
始
の
日
（
以
下
「
計
画
開
始
日
」
と
い
う
。
）
及
び
計
画
の
終
了
の
日
（
以
下
「
計
画
終
了
日
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
前
の
計
画
終
了
日
及
び
変
更
後
の
計
画
終
了
日
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条
の
八
　
法
第
三
条
の
登
録
又
は
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
は
、
認
定
揮
発
油
販
売
業
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
十
四
条
の
二
第
四
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
申
請
給
油
所
の
所
在
地
を
除
く
。
）
に
変
更
が
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
か
つ
た
と
き
。

二
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
四
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
。

三
　
当
該
認
定
に
係
る
給
油
所
を
用
い
て
法
第
十
三
条
の
規
格
に
適
合
し
な
い
揮
発
油
を
販
売
し
た
と
き
。

（
分
析
設
備
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
五
条
　
法
第
十
六
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
分
析
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
五
五
号
（
石
油
製
品―

ガ
ソ
リ
ン―

鉛
分
試
験
方
法
）
の
原
子
吸
光
Ａ
法
又
は
原
子
吸
光
Ｂ
法
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
る
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

一
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

二
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産

業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

六
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

七
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
る
試
験
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
メ
チ
ル
タ
ー
シ
ャ
リ
ー
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―
成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験

方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

五
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

六
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ

る
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
酸
素
分
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業

規
格
Ｋ
二
五
三
六―

六
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
る
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
ベ
ン
ゼ
ン
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

三
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又

は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
る
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
灯
油
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ

る
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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七
　
メ
タ
ノ
ー
ル
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、

日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

五
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

六
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
る
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
エ
タ
ノ
ー
ル
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

六
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
る
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
六
一
号
（
石
油
製
品―

自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
及
び
航
空
燃
料
油―

実
在
ガ
ム
試
験
方
法―

噴
射
蒸
発
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
る
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
九
号
の
基
準
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
四
号
（
高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
通
則
）
そ
の
他
の
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
る
揮
発
油
中
の
酸
化
生
成
物
の
測
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
揮
発
油
の
分
析
の
委
託
等
の
届
出
）

第
十
五
条
の
二
　
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
の
分
析
の
委
託
又
は
委
託
に
係
る
契
約
の
失
効
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
三
に
よ
る
届
出
書
に
委
託
に
係
る
契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
、
法
第

三
条
の
登
録
又
は
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
託
に
係
る
契
約
の
失
効
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
写
し
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
表
示
）

第
十
六
条
　
法
第
十
七
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称

二
　
給
油
所
の
名
称

三
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

四
　
品
質
管
理
者
の
氏
名

五
　
揮
発
油
の
分
析
に
使
用
す
る
分
析
設
備
の
種
類
又
は
揮
発
油
の
分
析
を
委
託
し
て
い
る
登
録
分
析
機
関
の
名
称

六
　
認
定
計
画
に
係
る
給
油
所
に
あ
つ
て
は
、
当
該
給
油
所
に
係
る
計
画
に
つ
い
て
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
旨
及
び
当
該
計
画
の
終
了
の
日

２
　
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
様
式
第
十
四
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

（
揮
発
油
生
産
業
者
等
の
規
格
適
合
確
認
）

第
十
七
条
　
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
、
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
試
料
は
、
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
、
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
の
確
認
を
行
つ
た
揮
発
油
が
、
販
売
又
は
消
費
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
異
な
る
品
質
の
揮
発
油
と
混
合
を

生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
段
階
に
お
い
て
採
取
す
る
こ
と
。

二
　
採
取
し
た
試
料
は
速
や
か
に
分
析
を
す
る
も
の
と
し
、
分
析
を
す
る
ま
で
の
間
は
そ
の
成
分
の
変
化
が
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
お
く
こ
と
。

三
　
自
ら
保
有
す
る
第
十
五
条
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
分
析
設
備
を
使
用
し
て
、
分
析
す
る
こ
と
。

四
　
消
防
法
第
十
三
条
の
二
の
甲
種
危
険
物
取
扱
者
免
状
又
は
乙
種
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
品
質
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該
分
析
設
備
の
使
用
方
法
に
従
つ
て
分
析
さ
せ
る
こ
と
。

五
　
試
料
の
採
取
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
行
う
こ
と
。

イ
　
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
揮
発
油
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
揮
発
油
生
産
業
者
、
揮
発
油
加
工
業
者
又
は
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
が
当
該
揮
発
油
の
生
産
に
つ
い
て
産
業
標
準
化
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉱
工
業
品
の
製
造
業
者
の
認
証
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第

三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
製
造
品
質
管
理
体
制
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
揮
発
油
生
産
業
者
、
揮
発
油
輸
入
業
者
、
揮
発
油
加
工
業
者
及
び
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
は
、
揮
発
油
生
産
業
者
に
揮
発
油
を
販
売
す
る
と
き
は
、
当
該
揮
発
油
を
購
入
す
る
揮
発
油
生
産
業
者
が

法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
、
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

（
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
確
認
の
特
則
）

第
十
七
条
の
二
　
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
は
、
特
定
加
工
す
る
場
所
ご
と
に
、
揮
発
油
特
定
加
工
品
質
確
認
計
画
（
以
下
「
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
法
第
十
二
条
の
二
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
六

第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
て
、
当
該
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
が
次
の
各
号
に
適
合
す
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
（
以
下
「
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
申
請
業
者
」
と
い
う
。
）
に
供
給
す
る
揮
発
油
を
生
産
又
は
輸
入
す
る
者
（
以
下
「
混
和
前
揮
発
油
生
産
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
生
産
又
は

輸
入
し
た
揮
発
油
及
び
当
該
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
申
請
業
者
に
供
給
す
る
混
和
対
象
物
を
生
産
又
は
輸
入
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
十
七
条
の
八
に
お
い
て
「
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
生
産
又
は

輸
入
し
た
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
。

二
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
の
開
始
の
日
か
ら
終
了
の
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
」
と
い
う
。
）
、
前
号
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
混
和
前
の
揮
発
油
が
混
和
前
揮
発
油
生
産
業
者
等
に
よ
り
継
続
的
に
生
産
又
は

輸
入
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

三
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
第
一
号
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
混
和
対
象
物
が
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
に
よ
り
継
続
的
に
生
産
又
は
輸
入
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

四
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
第
二
号
に
よ
り
継
続
的
に
生
産
又
は
輸
入
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
さ
れ
た
混
和
前
の
揮
発
油
の
混
和
前
揮
発
油
生
産
業
者
等
か
ら
申
請
に
係
る
特
定
加
工
す
る
場
所
（
以
下
「
揮
発
油

特
定
加
工
計
画
特
定
加
工
場
所
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
流
通
の
経
路
（
以
下
「
混
和
前
揮
発
油
流
通
経
路
」
と
い
う
。
）
が
一
定
で
あ
る
こ
と
。
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五
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
第
三
号
に
よ
り
継
続
的
に
生
産
又
は
輸
入
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
さ
れ
た
混
和
対
象
物
の
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
か
ら
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
特
定
加
工
場
所
ま
で
の
流
通
の
経
路

（
以
下
「
混
和
対
象
物
流
通
経
路
」
と
い
う
。
）
が
一
定
で
あ
る
こ
と
。

２
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
申
請
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
特
定
加
工
場
所
の
所
在
地

四
　
計
画
の
開
始
の
日
及
び
計
画
の
終
了
の
日

五
　
混
和
前
揮
発
油
生
産
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

六
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
前
項
第
一
号
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
混
和
前
の
揮
発
油
が
混
和
前
揮
発
油
生
産
業
者
等
に
よ
り
継
続
的
に
生
産
又
は
輸
入
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
の
措
置

七
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
の
混
和
前
揮
発
油
流
通
経
路

八
　
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

九
　
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
が
生
産
又
は
輸
入
す
る
混
和
対
象
物
を
生
産
又
は
輸
入
す
る
場
所

十
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
前
項
第
一
号
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
混
和
対
象
物
が
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
に
よ
り
継
続
的
に
生
産
又
は
輸
入
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
の
措
置

十
一
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
の
混
和
対
象
物
流
通
経
路

３
　
前
項
第
四
号
の
計
画
の
開
始
の
日
か
ら
計
画
の
終
了
の
日
ま
で
の
期
間
は
、
一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４
　
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
項
第
四
号
の
計
画
の
開
始
の
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
様
式
第
十
四
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
法
第
十
二
条
の
二
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産

業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
混
和
前
揮
発
油
生
産
業
者
等
が
第
十
七
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
揮
発
油
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
揮
発
油
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
混
和
前
揮
発
油
流
通
経
路
が
一
定
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面
（
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
申
請
業
者
と
混
和
前
揮
発
油
生
産
業
者
等
が
同
一
の
場
合
は
、
当
該

揮
発
油
の
生
産
計
画
書
又
は
輸
入
計
画
書
）

三
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
申
請
業
者
が
、
混
和
対
象
物
を
生
産
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
、
次
号
並
び
に
第
十
七
条
の
五
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
混
和
対
象
物
生
産
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
供
給
を
受
け
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
が
生
産
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
当
該
混
和
対
象
物
の
供
給
設

備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
確
認
を
、
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
が
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約

書
の
写
し

ロ
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
が
生
産
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
当
該
混
和
対
象
物
の
供
給
設

備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
確
認
を
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
が
自
ら
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
自
ら
の
分
析
設
備
を
用
い
て
確
認
を
行
う
旨
を
誓
約
す
る
書
面

ハ
　
混
和
対
象
物
生
産
業
者
が
当
該
混
和
対
象
物
の
生
産
に
つ
い
て
産
業
標
準
化
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉱
工
業
品
の
製
造
業
者
の
認
証
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
同
法
第
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
製
造
品
質
管

理
体
制
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
、
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ニ
　
申
請
の
日
前
三
月
間
に
お
い
て
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
が
生
産
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
混
和
対
象
物

の
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
、
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
が
二
回
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

四
　
前
号
ニ
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
の
製
造
設
備
、
供
給
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
能
力
、
構
造
図
及
び
配
置
図
並
び
に
当
該
設
備
の
管
理
体
制
を
記
載
し
た
書
面

五
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
申
請
業
者
が
、
混
和
対
象
物
を
輸
入
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
七
条
の
五
第
三
項
第
五
号
に
お
い
て
「
混
和
対
象
物
輸
入
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
供
給
を
受
け
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の
書
類

イ
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
混
和
対
象
物
輸
入
業
者
が
輸
入
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
当
該
混
和
対
象
物
の
供
給
設

備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
確
認
を
、
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
が
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約

書
の
写
し

ロ
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
混
和
対
象
物
輸
入
業
者
が
輸
入
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
当
該
混
和
対
象
物
の
供
給
設

備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
確
認
を
、
混
和
対
象
物
輸
入
業
者
が
自
ら
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
自
ら
の
分
析
設
備
を
用
い
て
確
認
を
行
う
旨
を
誓
約
す
る
書
面

六
　
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
混
和
対
象
物
流
通
経
路
が
一
定
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面
（
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
申
請
業
者
と
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
が
同
一
の
場
合
は
、
当
該
混
和

対
象
物
の
生
産
計
画
書
又
は
輸
入
計
画
書
）

６
　
第
十
七
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
は
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
十
七
条
の
三
　
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
（
以
下
「
認
定
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
揮
発
油
の
確
認
を
、
第
十
七
条
第
一
項
第
五
号
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
三
月
以
内
に
一
回
の
頻
度
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
認
定
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
は
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
が
生
産
又
は
輸
入
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
当
該
混
和
対
象
物
の

供
給
設
備
ご
と
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
、
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
三
月
以
内
に
一
回
の
頻
度
で
、
様
式
第
十
四
の
三
に
よ
り
法
第
十
二
条
の
二
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た

経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
の
四
　
認
定
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
が
そ
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
渡
し
、
又
は
認
定
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
若
し
く
は
分
割
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、

そ
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
事
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に

よ
り
設
立
し
た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
そ
の
事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
は
、
そ
の
認
定
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

第
十
七
条
の
五
　
認
定
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
（
以
下
「
認
定
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
、
第
六
号
、
第
七

号
、
第
九
号
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
て
揮
発
油
を
販
売
又
は
消
費
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
十
二
条
の
二
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産

業
局
長
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
四
の
四
に
よ
る
変
更
申
請
書
を
法
第
十
二
条
の
二
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
変
更
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
　
変
更
に
係
る
混
和
前
揮
発
油
流
通
経
路
が
一
定
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面
（
混
和
前
揮
発
油
流
通
経
路
の
変
更
に
伴
い
認
定
揮
発
油

特
定
加
工
業
者
と
混
和
前
揮
発
油
生
産
業
者
等
が
同
一
と
な
る
場
合
は
、
当
該
揮
発
油
の
生
産
計
画
書
又
は
輸
入
計
画
書
）

二
　
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
の
混
和
対
象
物
生
産
業
者
が
生
産
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
当
該
混

和
対
象
物
の
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
確
認
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
変
更
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
試
験
分
析
機
関
の
変
更
そ
の
他
委
託
契
約
の
内
容
を
変
更
す
る
場
合

（
委
託
契
約
を
破
棄
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
の
写
し

ロ
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
を
破
棄
し
、
当
該
試
験
分
析
機
関
に

よ
る
確
認
に
代
え
て
自
ら
の
分
析
設
備
を
用
い
て
確
認
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面

ハ
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
を
破
棄
し
、
当
該
試
験
分
析
機
関
に

よ
る
確
認
に
代
え
て
混
和
対
象
物
生
産
業
者
が
当
該
混
和
対
象
物
の
生
産
に
つ
い
て
産
業
標
準
化
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉱
工
業
品
の
製
造
業
者
の
認
証
を
受
け
て
同
法
第
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
製
造
品
質
管

理
体
制
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
旨
の
確
認
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
方
法
に
よ
る
確
認
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
こ
と
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ニ
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
を
破
棄
す
る
場
合
（
ロ
及
び
ハ
の

場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
の
製
造
設
備
、
供
給
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
能
力
、
構
造
図
及
び
配
置
図
並
び
に
当
該
設
備
の
管
理
体
制
を
記
載
し
た
書
面
、
並
び
に
当
該
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給

設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
が
二
回
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

ホ
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
分
析
設
備
に
よ
る
確
認
に
代
え
て
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関

に
よ
り
確
認
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
の
写
し

ヘ
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
分
析
設
備
に
よ
る
確
認
に
代
え
て
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
方
法
に
よ
る
確
認
を
行
う

こ
と
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ト
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
分
析
設
備
に
よ
る
確
認
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
（
ホ
及
び
ヘ
の
場
合
を
除
く
。
）

に
あ
つ
て
は
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
の
製
造
設
備
、
供
給
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
能
力
、
構
造
図
及
び
配
置
図
並
び
に
当
該
設
備
の
管
理
体
制
を
記
載
し
た
書
面
、
並
び
に
当
該
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の

容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
が
二
回
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

チ
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
方
法
に
よ
る
確
認
に
代
え
て
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試

験
分
析
機
関
に
よ
り
確
認
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
の
写
し

リ
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
方
法
に
よ
る
確
認
に
代
え
て
自
ら
の
分
析
設
備
を
用
い
て
確
認
を
行

う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面

ヌ
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
新
た
に
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
に
よ
り
確
認
を
行
わ
せ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
の
写
し

ル
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
新
た
に
自
ら
の
分
析
設
備
を
用
い
て
確
認
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面

三
　
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
の
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
方
法
に
よ
る
確
認
に
関
す
る
変
更
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
方
法
に
よ
る
確
認
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
（
前
号
チ
及
び
リ

の
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
の
製
造
設
備
、
供
給
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
能
力
、
構
造
図
及
び
配
置
図
並
び
に
当
該
設
備
の
管
理
体
制
を
記
載
し
た
書
面
、
並
び
に
当
該
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供

給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
が
二
回
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

ロ
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
新
た
に
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
方
法
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ
と
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

12



四
　
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
の
同
条
第
五
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面
に
記
載
さ
れ
た
混
和
対
象
物
生
産
業
者
の
製
造
設
備
、
供
給
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
能
力
を
維
持
す
る
旨
の
変
更
　
変
更
後
の
混

和
対
象
物
生
産
業
者
の
製
造
設
備
、
供
給
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
能
力
、
構
造
図
及
び
配
置
図
並
び
に
当
該
設
備
の
管
理
体
制
を
記
載
し
た
書
面
、
並
び
に
当
該
変
更
後
の
製
造
設
備
、
供
給
設
備
そ
の
他
の
設
備
を
用
い
て
生
産

さ
れ
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
混
和
対
象
物
の
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和

対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
、
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
が
二
回
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

五
　
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
の
同
条
第
五
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面
に
記
載
さ
れ
た
管
理
体
制
を
維
持
す
る
旨
の
変
更
　
変
更
後
の
管
理
体
制
を
記
載
し
た
書
面

六
　
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
の
混
和
対
象
物
輸
入
業
者
が
輸
入
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
当
該
混

和
対
象
物
の
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
確
認
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
変
更
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
試
験
分
析
機
関
の
変
更
そ
の
他
委
託
契
約
の
内
容
を
変
更
す
る
場
合

（
委
託
契
約
を
破
棄
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
の
写
し

ロ
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
を
破
棄
し
、
当
該
試
験
分
析
機
関
に

よ
る
確
認
に
代
え
て
自
ら
の
分
析
設
備
を
用
い
て
確
認
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面

ハ
　
第
十
七
条
の
二
第
五
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
分
析
設
備
に
よ
る
確
認
に
代
え
て
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関

に
よ
り
確
認
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
の
写
し

七
　
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
　
変
更
に
係
る
混
和
対
象
物
流
通
経
路
が
一
定
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面
（
混
和
対
象
物
流
通
経
路
の
変
更
に
伴
い
認
定
揮
発
油
特

定
加
工
業
者
と
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
が
同
一
と
な
る
場
合
は
、
当
該
混
和
対
象
物
の
生
産
計
画
書
又
は
輸
入
計
画
書
）

４
　
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
七
条
の
六
　
認
定
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
は
、
認
定
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
、
第
五
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
法
第
十
二
条
の

二
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
四
の
五
に
よ
る
届
出
書
を
法
第
十
二
条
の
二
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
の
七
　
認
定
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
は
、
法
第
十
二
条
の
二
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
の
認
定
を
受
け
て
計
画
の
終
了
の
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
計
画
の
終
了
の
日
の
三
月
前
か
ら
一
月
前
ま
で
の
間
に
、
様
式
第
十
四
の
六
に
よ
る
申
請
書
を
法
第
十
二
条
の
二
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業

大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
前
の
計
画
の
終
了
の
日
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
後
の
計
画
の
終
了
の
日
ま
で
の
期
間
は
、
一
年
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４
　
第
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
ハ
並
び
に
第
六
号
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
定
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
の
開
始
の
日
か
ら
終
了

の
日
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
前
の
揮
発
油
特
定
加
工
計
画
の
終
了
の
日
か
ら
変
更
後
の
計
画
の
終
了
の
日
」
と
、
同
条
第
二
項
第
四
号
中
「
計
画
の
開
始
の
日
及
び
計
画
の
終
了
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
前
の
計
画
の
終
了
の
日

及
び
変
更
後
の
計
画
の
終
了
の
日
」
と
、
同
条
第
五
項
第
三
号
ハ
中
「
申
請
の
日
前
三
月
間
に
お
い
て
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
混
和
対
象
物
生
産
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
八
　
法
第
十
二
条
の
二
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
は
、
認
定
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一

項
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
わ
な
か
つ
た
と
き
。

二
　
第
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
か
つ
た
と
き
。

三
　
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
九
号
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
受
け
な
か
つ
た
と
き
。

四
　
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
、
第
五
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
か
つ
た
と
き
。

五
　
認
定
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
に
係
る
混
和
前
揮
発
油
生
産
業
者
等
が
生
産
又
は
輸
入
す
る
揮
発
油
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

六
　
認
定
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
に
係
る
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
が
生
産
又
は
輸
入
す
る
混
和
対
象
物
を
用
い
て
揮
発
油
を
生
産
し
た
場
合
に
揮
発
油
規
格
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

七
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
。

八
　
当
該
認
定
に
係
る
特
定
加
工
す
る
場
所
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
揮
発
油
が
揮
発
油
規
格
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
販
売
又
は
消
費
さ
れ
た
と
き
。

（
揮
発
油
輸
入
業
者
の
届
出
）

第
十
八
条
　
法
第
十
七
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
揮
発
油
の
輸
入
の
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
途
に
応
じ
、
通
関
の
日
後
七
日
を
超
え
な
い
期
間
に
様
式
第
十
五
に
よ
る
届
出
書
を
当
該
揮
発
油
の
陸
揚
地
を
管
轄
す
る
経

済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
自
動
車
の
燃
料
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

二
　
自
動
車
の
燃
料
（
自
動
車
の
燃
料
と
し
て
販
売
又
は
消
費
す
る
目
的
を
も
つ
て
精
製
又
は
加
工
す
る
場
合
に
限
る
。
）

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
項
に
規
定
す
る
承
認
の
申
請
の
日
前
二
年
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
過
去
二
年
間
」
と
い
う
。
）
以
上
自
動
車
の
燃
料
と
し
て
揮
発
油
の
輸
入
の
事
業
を
行
つ
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
過
去
二

年
間
法
の
規
定
の
違
反
行
為
の
な
い
者
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
通
関
の
日
後
三
月
を
超
え
な
い
期
間
に
前
項
の
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
十
七
条
の
四
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
途
に
応
じ
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
用
途
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
氏
名
又
は
名
称
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ロ
　
分
析
を
行
つ
た
品
質
管
理
責
任
者
又
は
登
録
分
析
機
関
の
名
称

ハ
　
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
確
認
の
結
果

ニ
　
輸
入
数
量

ホ
　
輸
入
価
格

ヘ
　
積
出
港

ト
　
輸
入
地

チ
　
輸
入
年
月
日

二
　
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
用
途
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
氏
名
又
は
名
称

ロ
　
精
製
又
は
加
工
す
る
場
所

ハ
　
精
製
又
は
加
工
す
る
方
法

ニ
　
輸
入
数
量

ホ
　
輸
入
価
格

ヘ
　
積
出
港

ト
　
輸
入
地

チ
　
輸
入
年
月
日

（
揮
発
油
輸
入
業
者
の
変
更
届
出
）

第
十
九
条
　
法
第
十
七
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
六
に
よ
る
届
出
書
を
前
条
の
届
出
を
し
た
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
準
揮
発
油
の
基
準
）

第
二
十
条
　
法
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
標
準
揮
発
油
の
基
準
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
〇
二
号
（
自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
）
の
表
一
で
定
め
る
一
号
に
適
合
す
る
揮
発
油
（
以
下
「
標
準
揮
発
油
一
号
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

二
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
〇
二
号
（
自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
）
の
表
一
で
定
め
る
一
号
（
Ｅ
）
に
適
合
す
る
揮
発
油
（
以
下
「
標
準
揮
発
油
一
号
（
Ｅ
）
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

三
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
〇
二
号
（
自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
）
の
表
一
で
定
め
る
二
号
に
適
合
す
る
揮
発
油
（
以
下
「
標
準
揮
発
油
二
号
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

四
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
〇
二
号
（
自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
）
の
表
一
で
定
め
る
二
号
（
Ｅ
）
に
適
合
す
る
揮
発
油
（
以
下
「
標
準
揮
発
油
二
号
（
Ｅ
）
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

（
標
準
揮
発
油
の
表
示
の
場
所
）

第
二
十
一
条
　
法
第
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
表
示
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
標
準
揮
発
油
一
号
、
標
準
揮
発
油
一
号
（
Ｅ
）
、
標
準

揮
発
油
二
号
又
は
標
準
揮
発
油
二
号
（
Ｅ
）
の
基
準
に
適
合
す
る
揮
発
油
の
み
を
販
売
す
る
施
設
又
は
設
備
（
当
該
施
設
又
は
設
備
が
、
軽
油
又
は
灯
油
を
販
売
す
る
施
設
又
は
設
備
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
標
準
軽
油
の
基
準

に
適
合
す
る
軽
油
又
は
標
準
灯
油
の
基
準
に
適
合
す
る
灯
油
の
み
を
販
売
す
る
施
設
又
は
設
備
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
加
え
て
当
該
施
設
又
は
設
備
の
任
意
の
場
所
に
当
該
表
示
を
掲
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
表
示
は
、
標
準
揮
発
油
一
号
に
つ
い
て
は
様
式
第
十
七
に
よ
り
、
標
準
揮
発
油
一
号
（
Ｅ
）
に
つ
い
て
は
様
式
第
十
七
の
二
に
よ
り
、
標
準
揮
発
油
二
号
に
つ
い
て
は
様
式
第
十
八
に
よ
り
、
標
準
揮
発
油
二
号
（
Ｅ
）
に

つ
い
て
は
様
式
第
十
八
の
二
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節
　
軽
油
の
品
質
の
確
保

（
軽
油
規
格
）

第
二
十
二
条
　
法
第
十
七
条
の
七
第
一
項
の
軽
油
の
規
格
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
硫
黄
分
が
〇
・
〇
〇
一
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
セ
タ
ン
指
数
が
四
十
五
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
留
出
温
度
が
三
百
六
十
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
ト
リ
グ
リ
セ
リ
ド
が
〇
・
〇
一
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
次
の
イ
又
は
ロ
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
が
〇
・
一
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
が
〇
・
一
質
量
百
分
率
を
超
え
五
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（１）
　
メ
タ
ノ
ー
ル
が
〇
・
〇
一
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
酸
価
（
軽
油
一
グ
ラ
ム
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
酸
の
中
和
に
要
す
る
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
の
ミ
リ
グ
ラ
ム
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
〇
・
一
三
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
ぎ
酸
、
酢
酸
及
び
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
の
合
計
が
〇
・
〇
〇
三
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
酸
化
安
定
度
が
六
十
五
分
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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２
　
前
項
第
一
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

一
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

二
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）

で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

六
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

七
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る

試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

３
　
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
八
〇―

五
号
（
石
油
製
品―

オ
ク
タ
ン
価
、
セ
タ
ン
価
及
び
セ
タ
ン
指
数
の
求
め
方
）
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ

二
二
八
〇―

四
号
（
石
油
製
品―

オ
ク
タ
ン
価
、
セ
タ
ン
価
及
び
セ
タ
ン
指
数
の
求
め
方
）
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

４
　
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
五
四
号
（
石
油
製
品―

蒸
留
試
験
方
法
）
の
常
圧
法
蒸
留
試
験
方
法
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

５
　
第
一
項
第
四
号
又
は
同
項
第
五
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
定
め
る
数
値
（
同
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
定
め
る
数
値
を
除
く
。
）
は
、
軽
油
中
の
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
又
は
ト
リ
グ
リ
セ
リ
ド
の
濃
度
の
測
定
方
法
と
し
て
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

６
　
第
一
項
第
五
号
ロ
（
１
）
で
定
め
る
数
値
は
、
軽
油
中
の
メ
タ
ノ
ー
ル
の
濃
度
の
測
定
方
法
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

７
　
第
一
項
第
五
号
ロ
（
２
）
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
〇
一
号
（
石
油
製
品
及
び
潤
滑
油―

中
和
価
試
験
方
法
）
の
電
位
差
滴
定
法
（
酸
価
）
で
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

８
　
第
一
項
第
五
号
ロ
（
３
）
に
定
め
る
数
値
は
、
軽
油
中
の
ぎ
酸
、
酢
酸
又
は
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
の
濃
度
の
測
定
方
法
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
を
合
計
し
た
も
の
と
す
る
。

９
　
第
一
項
第
五
号
ロ
（
４
）
に
定
め
る
数
値
は
、
軽
油
中
の
酸
化
安
定
度
の
測
定
方
法
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

（
軽
油
規
格
の
特
則
）

第
二
十
二
条
の
二
　
軽
油
生
産
業
者
、
軽
油
輸
入
業
者
、
法
第
十
七
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
行
う
べ
き
者
（
以
下
「
軽
油
加
工
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
軽
油
特
定
加
工
業

者
が
次
条
に
規
定
す
る
軽
油
試
験
研
究
計
画
の
認
定
を
受
け
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
を
受
け
た
軽
油
試
験
研
究
計
画
（
以
下
「
認
定
軽
油
試
験
研
究
計
画
と
い
う
。
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
軽
油
を

販
売
又
は
消
費
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
軽
油
規
格
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
認
定
軽
油
試
験
研
究
計
画
に
定
め
ら
れ
た
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
軽
油
の
品
質
と
す
る
。

（
軽
油
試
験
研
究
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
二
条
の
三
　
軽
油
生
産
業
者
、
軽
油
輸
入
業
者
、
軽
油
加
工
業
者
又
は
軽
油
特
定
加
工
業
者
は
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
軽
油
を
販
売
又
は
消
費
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
試
験
研
究
の
開
始
前
に
、
当
該
試
験
研
究
の

計
画
（
以
下
「
軽
油
試
験
研
究
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
軽
油
試
験
研
究
計
画
の
期
間
は
、
五
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
軽
油
試
験
研
究
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
軽
油
生
産
業
者
、
軽
油
輸
入
業
者
、
軽
油
加
工
業
者
又
は
軽
油
特
定
加
工
業
者
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
軽
油
（
以
下
「
試
験
研
究
用
軽
油
」
と
い
う
。
）
を
販
売
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
研
究
用
軽
油
を
自
動
車

の
燃
料
と
し
て
用
い
る
者
の
氏
名
（
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
、
住
所
及
び
連
絡
先

三
　
試
験
研
究
の
開
始
の
日
及
び
終
了
の
日
（
試
験
研
究
用
軽
油
を
販
売
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
試
験
研
究
用
軽
油
の
販
売
の
開
始
の
日
及
び
終
了
の
日
並
び
に
試
験
研
究
の
開
始
の
日
及
び
終
了
の
日
）

四
　
試
験
研
究
の
目
的
及
び
実
施
の
場
所

五
　
試
験
研
究
用
軽
油
の
品
質

六
　
試
験
研
究
用
軽
油
の
生
産
を
行
う
場
所
（
試
験
研
究
用
軽
油
を
輸
入
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
研
究
用
軽
油
を
輸
入
す
る
者
か
ら
当
該
試
験
研
究
を
実
施
す
る
場
所
ま
で
の
流
通
の
経
路
）

七
　
試
験
研
究
用
軽
油
を
用
い
る
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
標
又
は
車
両
番
号
標
及
び
型
式

八
　
試
験
研
究
に
お
け
る
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
及
び
管
理
体
制

九
　
前
号
の
措
置
を
講
じ
、
及
び
管
理
体
制
を
維
持
す
る
た
め
の
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力

４
　
前
三
項
に
規
定
す
る
軽
油
試
験
研
究
計
画
の
申
請
は
、
様
式
第
十
八
の
二
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
基
準
）

第
二
十
二
条
の
四
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
認
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
試
験
研
究
が
自
動
車
の
燃
料
に
係
る
技
術
の
発
展
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
軽
油
試
験
研
究
計
画
に
記
載
さ
れ
た
措
置
及
び
管
理
体
制
が
自
動
車
の
燃
料
に
関
す
る
安
全
性
に
関
す
る
知
見
か
ら
判
断
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三
　
軽
油
試
験
研
究
計
画
に
記
載
さ
れ
た
措
置
を
講
じ
、
及
び
管
理
体
制
を
維
持
す
る
た
め
の
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
が
あ
る
こ
と
。

四
　
前
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
を
行
つ
た
者
が
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
法
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
軽
油
特
定
加
工
業
者
で
あ
つ
て
法
第
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ
　
軽
油
特
定
加
工
業
者
で
あ
つ
て
法
人
で
あ
る
も
の
が
法
第
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
あ
つ
た
日
前
三
十
日
以
内
に
そ
の
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
業
務
を
行

う
役
員
で
あ
つ
た
者
で
そ
の
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の

ニ
　
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

ホ
　
第
二
十
二
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

（
軽
油
試
験
研
究
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
二
条
の
五
　
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
認
定
軽
油
試
験
研
究
計
画
に
つ
い
て
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
経
済
産
業
大
臣
の
変
更
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
変
更
の
認
定
に
準
用
す
る
。

３
　
第
一
項
の
認
定
軽
油
試
験
研
究
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
は
、
様
式
第
十
八
の
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
事
業
者
に
よ
る
管
理
等
）

第
二
十
二
条
の
六
　
認
定
事
業
者
は
、
当
該
試
験
研
究
が
認
定
軽
油
試
験
研
究
計
画
に
従
つ
た
も
の
と
な
る
よ
う
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
認
定
事
業
者
は
、
認
定
軽
油
試
験
研
究
計
画
に
記
載
さ
れ
た
措
置
及
び
管
理
体
制
か
ら
見
て
、
予
見
さ
れ
な
い
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
認
定
事
業
者
は
、
十
二
月
ご
と
に
、
様
式
第
十
八
の
四
に
よ
る
書
面
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
認
定
事
業
者
は
、
当
該
認
定
軽
油
試
験
研
究
計
画
の
終
了
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
様
式
第
十
八
の
五
に
よ
る
書
面
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
取
消
）

第
二
十
二
条
の
七
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
。

二
　
前
条
各
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

（
軽
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
）

第
二
十
二
条
の
八
　
法
第
十
七
条
の
七
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
は
、
灯
油
及
び
重
油
と
す
る
。

（
標
準
軽
油
の
基
準
）

第
二
十
三
条
　
法
第
十
七
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
標
準
軽
油
の
基
準
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
硫
黄
分
が
〇
・
〇
〇
一
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
セ
タ
ン
指
数
が
四
十
五
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
留
出
温
度
が
三
百
六
十
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
ト
リ
グ
リ
セ
リ
ド
が
〇
・
〇
一
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
次
の
イ
又
は
ロ
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
が
〇
・
一
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
が
〇
・
一
質
量
百
分
率
を
超
え
五
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（１）
　
メ
タ
ノ
ー
ル
が
〇
・
〇
一
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
酸
価
が
〇
・
一
三
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
ぎ
酸
、
酢
酸
及
び
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
の
合
計
が
〇
・
〇
〇
三
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
酸
化
安
定
度
が
六
十
五
分
以
上
で
あ
る
こ
と
。

六
　
引
火
点
が
四
十
五
度
以
上
で
あ
る
こ
と
。

七
　
流
動
点
が
別
表
第
二
の
地
域
及
び
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
に
掲
げ
る
数
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

八
　
目
詰
ま
り
点
が
別
表
第
二
の
地
域
及
び
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
に
掲
げ
る
数
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
表
中
「
零
下
二
十
度
」
と
あ
る
の
は
「
零
下
十
二
度
」
と
、
「
零
下
七
・
五
度
」
と
あ
る
の
は
「
零
下
五
度
」

と
、
「
零
下
二
・
五
度
」
と
あ
る
の
は
「
零
下
一
度
」
と
、
「
五
度
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
せ
ず
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

九
　
十
パ
ー
セ
ン
ト
残
油
の
残
留
炭
素
分
が
〇
・
一
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
　
動
粘
度
が
一
・
七
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

一
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

二
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）

で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

六
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

七
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る

試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

３
　
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
八
〇―

五
号
（
石
油
製
品―

オ
ク
タ
ン
価
、
セ
タ
ン
価
及
び
セ
タ
ン
指
数
の
求
め
方
）
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ

二
二
八
〇―

四
号
（
石
油
製
品―

オ
ク
タ
ン
価
、
セ
タ
ン
価
及
び
セ
タ
ン
指
数
の
求
め
方
）
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

４
　
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
五
四
号
（
石
油
製
品―

蒸
留
試
験
方
法
）
の
常
圧
法
蒸
留
試
験
方
法
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

５
　
第
一
項
第
四
号
又
は
同
項
第
五
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
定
め
る
数
値
（
同
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
定
め
る
数
値
を
除
く
。
）
は
、
軽
油
中
の
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
又
は
ト
リ
グ
リ
セ
リ
ド
の
濃
度
の
測
定
方
法
と
し
て
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

６
　
第
一
項
第
五
号
ロ
（
１
）
で
定
め
る
数
値
は
、
軽
油
中
の
メ
タ
ノ
ー
ル
の
濃
度
の
測
定
方
法
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

７
　
第
一
項
第
五
号
ロ
（
２
）
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
〇
一
号
（
石
油
製
品
及
び
潤
滑
油―

中
和
価
試
験
方
法
）
の
電
位
差
滴
定
法
（
酸
価
）
で
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

８
　
第
一
項
第
五
号
ロ
（
３
）
に
定
め
る
数
値
は
、
軽
油
中
の
ぎ
酸
、
酢
酸
又
は
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
の
濃
度
の
測
定
方
法
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
を
合
計
し
た
も
の
と
す
る
。

９
　
第
一
項
第
五
号
ロ
（
４
）
に
定
め
る
数
値
は
、
軽
油
中
の
酸
化
安
定
度
の
測
定
方
法
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

10
　
第
一
項
第
六
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
六
五―

三
号
（
引
火
点
の
求
め
方
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。
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11
　
第
一
項
第
七
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
六
九
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品
の
流
動
点
並
び
に
石
油
製
品
曇
り
点
試
験
方
法
）
の
流
動
点
試
験
方
法
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す

る
。

12
　
第
一
項
第
八
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
八
八
号
（
石
油
製
品―

軽
油―

目
詰
ま
り
点
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

13
　
第
一
項
第
九
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
七
〇―

一
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

残
留
炭
素
分
の
求
め
方
）
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
七
〇―

二
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

残
留
炭
素
分
の
求
め
方
）
で
定

め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

14
　
第
一
項
第
十
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
八
三
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

動
粘
度
試
験
方
法
及
び
粘
度
指
数
算
出
方
法
）
の
動
粘
度
試
験
方
法
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
試
験
温
度
を
三
十
度
と
し
て
測
定

し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

（
標
準
軽
油
の
表
示
の
場
所
）

第
二
十
四
条
　
法
第
十
七
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
表
示
は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
標
準

軽
油
の
基
準
に
適
合
す
る
軽
油
の
み
を
販
売
す
る
施
設
又
は
設
備
（
当
該
施
設
又
は
設
備
が
、
揮
発
油
又
は
灯
油
を
販
売
す
る
施
設
又
は
設
備
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
標
準
揮
発
油
一
号
、
標
準
揮
発
油
一
号
（
Ｅ
）
、
標
準
揮
発

油
二
号
若
し
く
は
標
準
揮
発
油
二
号
（
Ｅ
）
の
基
準
に
適
合
す
る
揮
発
油
又
は
標
準
灯
油
の
基
準
に
適
合
す
る
灯
油
の
み
を
販
売
す
る
施
設
又
は
設
備
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
加
え
て
当
該
施
設
又

は
設
備
の
任
意
の
場
所
に
当
該
表
示
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
表
示
は
、
様
式
第
十
九
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

（
軽
油
生
産
業
者
等
の
規
格
適
合
確
認
）

第
二
十
五
条
　
法
第
十
七
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
、
法
第
十
七
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
法
第
十
七
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の

四
第
二
項
及
び
法
第
十
七
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
試
料
は
、
法
第
十
七
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
、
法
第
十
七
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
法
第
十
七
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
七
条
の
四
第
二
項
又
は
法
第
十
七
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
の
確
認
を
行
つ
た
軽
油
が
、
販
売
又
は
消
費
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
異
な
る
品
質
の
軽
油
と
混
合
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い

段
階
に
お
い
て
採
取
す
る
こ
と
。

二
　
採
取
し
た
試
料
は
速
や
か
に
分
析
を
す
る
も
の
と
し
、
分
析
を
す
る
ま
で
の
間
は
そ
の
成
分
の
変
化
が
生
じ
な
い
よ
う
に
措
置
を
講
じ
て
お
く
こ
と
。

三
　
自
ら
保
有
す
る
分
析
設
備
を
使
用
し
て
、
分
析
す
る
こ
と
。

四
　
品
質
管
理
責
任
者
に
当
該
分
析
設
備
の
使
用
方
法
に
従
つ
て
分
析
さ
せ
る
こ
と
。

五
　
試
料
の
採
取
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
行
う
こ
と
。

イ
　
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
軽
油
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
軽
油
生
産
業
者
、
軽
油
加
工
業
者
又
は
軽
油
特
定
加
工
業
者
が
当
該
軽
油
の
生
産
に
つ
い
て
産
業
標
準
化
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉱
工
業
品
の
製
造
業
者
の
認
証
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
第

三
項
に
規
定
す
る
製
造
品
質
管
理
体
制
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
油
生
産
業
者
、
軽
油
輸
入
業
者
、
軽
油
加
工
業
者
及
び
軽
油
特
定
加
工
業
者
は
、
軽
油
生
産
業
者
に
軽
油
を
販
売
す
る
と
き
は
、
当
該
軽
油
を
購
入
す
る
軽
油
生
産
業
者
が
法
第
十
七
条
の
八
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
第
十
七
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
、
法
第
十
七
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
法
第
十
七
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
二
項
又
は
法
第
十
七
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
確
認
の
特
則
）

第
二
十
五
条
の
二
　
軽
油
特
定
加
工
業
者
は
、
特
定
加
工
す
る
場
所
ご
と
に
、
軽
油
特
定
加
工
品
質
確
認
計
画
（
以
下
「
軽
油
特
定
加
工
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
法
第
十
二
条
の
九
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
十
三
第

一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
て
、
当
該
軽
油
特
定
加
工
計
画
が
次
の
各
号
に
適
合
す
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
軽
油
特
定
加
工
業
者
（
以
下
「
軽
油
特
定
加
工
計
画
申
請
業
者
」
と
い
う
。
）
に
供
給
す
る
軽
油
を
生
産
又
は
輸
入
す
る
者
（
以
下
「
混
和
前
軽
油
生
産
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
生
産
又
は
輸
入
し
た

軽
油
及
び
当
該
軽
油
特
定
加
工
計
画
申
請
業
者
に
供
給
す
る
混
和
対
象
物
を
生
産
又
は
輸
入
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
二
十
五
条
の
八
に
お
い
て
「
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
生
産
又
は
輸
入
し
た
混

和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
。

二
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
の
開
始
の
日
か
ら
終
了
の
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
」
と
い
う
。
）
、
前
号
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
混
和
前
の
軽
油
が
混
和
前
軽
油
生
産
業
者
等
に
よ
り
継
続
的
に
生
産
又
は
輸
入
さ
れ

る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

三
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
第
一
号
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
混
和
対
象
物
が
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
に
よ
り
継
続
的
に
生
産
又
は
輸
入
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

四
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
第
二
号
に
よ
り
継
続
的
に
生
産
又
は
輸
入
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
さ
れ
た
混
和
前
の
軽
油
の
混
和
前
軽
油
生
産
業
者
等
か
ら
申
請
に
係
る
特
定
加
工
す
る
場
所
（
以
下
「
軽
油
特
定
加
工

計
画
特
定
加
工
場
所
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
流
通
の
経
路
（
以
下
「
混
和
前
軽
油
流
通
経
路
」
と
い
う
。
）
が
一
定
で
あ
る
こ
と
。

五
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
第
三
号
に
よ
り
継
続
的
に
生
産
又
は
輸
入
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
さ
れ
た
混
和
対
象
物
の
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
か
ら
軽
油
特
定
加
工
計
画
特
定
加
工
場
所
ま
で
の
流
通
の
経
路
（
以

下
「
混
和
対
象
物
流
通
経
路
」
と
い
う
。
）
が
一
定
で
あ
る
こ
と
。

２
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
申
請
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
特
定
加
工
場
所
の
所
在
地

四
　
計
画
の
開
始
の
日
及
び
計
画
の
終
了
の
日

17



五
　
混
和
前
軽
油
生
産
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

六
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
前
項
第
一
号
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
混
和
前
の
軽
油
が
混
和
前
軽
油
生
産
業
者
等
に
よ
り
継
続
的
に
生
産
又
は
輸
入
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
の
措
置

七
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
の
混
和
前
軽
油
流
通
経
路

八
　
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

九
　
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
が
生
産
又
は
輸
入
す
る
混
和
対
象
物
を
生
産
又
は
輸
入
す
る
場
所

十
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
前
項
第
一
号
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
混
和
対
象
物
が
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
に
よ
り
継
続
的
に
生
産
又
は
輸
入
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
の
措
置

十
一
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
の
混
和
対
象
物
流
通
経
路

３
　
前
項
第
四
号
の
計
画
の
開
始
の
日
か
ら
計
画
の
終
了
の
日
ま
で
の
期
間
は
、
一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４
　
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
項
第
四
号
の
計
画
の
開
始
の
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
様
式
第
十
九
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
法
第
十
二
条
の
九
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済

産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
混
和
前
軽
油
生
産
業
者
等
が
第
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
軽
油
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
軽
油
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
混
和
前
軽
油
流
通
経
路
が
一
定
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面
（
軽
油
特
定
加
工
計
画
申
請
業
者
と
混
和
前
軽
油
生
産
業
者
等
が
同
一
の
場
合
は
、
当
該
軽
油
の
生

産
計
画
書
又
は
輸
入
計
画
書
）

三
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
申
請
業
者
が
、
混
和
対
象
物
を
生
産
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
二
十
五
の
五
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
お
い
て
「
混
和
対
象
物
生
産
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
供
給
を
受
け
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
が
生
産
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
当
該
混
和
対
象
物
の
供
給
設
備
ご
と

に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
確
認
を
、
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
が
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
の
写
し

ロ
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
が
生
産
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
当
該
混
和
対
象
物
の
供
給
設
備
ご
と

に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
確
認
を
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
が
自
ら
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
自
ら
の
分
析
設
備
を
用
い
て
確
認
を
行
う
旨
を
誓
約
す
る
書
面

ハ
　
混
和
対
象
物
生
産
業
者
が
当
該
混
和
対
象
物
の
生
産
に
つ
い
て
産
業
標
準
化
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉱
工
業
品
の
製
造
業
者
の
認
証
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
同
法
第
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
製
造
品
質
管

理
体
制
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
、
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ニ
　
申
請
の
日
前
三
月
間
に
お
い
て
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
が
生
産
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
混
和
対
象
物
の
供

給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
、
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
が
二
回
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

四
　
前
号
ニ
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
の
製
造
設
備
、
供
給
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
能
力
、
構
造
図
及
び
配
置
図
並
び
に
当
該
設
備
の
管
理
体
制
を
記
載
し
た
書
面

五
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
申
請
業
者
が
、
混
和
対
象
物
を
輸
入
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
五
条
の
五
第
三
項
第
六
号
に
お
い
て
「
混
和
対
象
物
輸
入
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
供
給
を
受
け
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の
書
類

イ
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
混
和
対
象
物
輸
入
業
者
が
輸
入
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
当
該
混
和
対
象
物
の
供
給
設
備
ご
と

に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
確
認
を
、
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
が
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
の
写
し

ロ
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
混
和
対
象
物
輸
入
業
者
が
輸
入
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
当
該
混
和
対
象
物
の
供
給
設
備
ご
と

に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
確
認
を
、
混
和
対
象
物
輸
入
業
者
が
自
ら
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
自
ら
の
分
析
設
備
を
用
い
て
確
認
を
行
う
旨
を
誓
約
す
る
書
面

六
　
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
混
和
対
象
物
流
通
経
路
が
一
定
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面
（
軽
油
特
定
加
工
計
画
申
請
業
者
と
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
が
同
一
の
場
合
は
、
当
該
混
和
対
象

物
の
生
産
計
画
書
又
は
輸
入
計
画
書
）

６
　
第
二
十
五
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
軽
油
特
定
加
工
業
者
は
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
五
条
の
三
　
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
軽
油
特
定
加
工
業
者
（
以
下
「
認
定
軽
油
特
定
加
工
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
十
七
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
の

確
認
を
、
第
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
三
月
以
内
に
一
回
の
頻
度
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
認
定
軽
油
特
定
加
工
業
者
は
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
が
生
産
又
は
輸
入
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
当
該
混
和
対
象
物
の
供
給
設

備
ご
と
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
、
軽
油
特
定
加
工
計
画
期
間
中
、
三
月
以
内
に
一
回
の
頻
度
で
、
様
式
第
十
九
の
三
に
よ
り
法
第
十
二
条
の
九
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産

業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
の
四
　
認
定
軽
油
特
定
加
工
業
者
が
そ
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
渡
し
、
又
は
認
定
軽
油
特
定
加
工
業
者
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
若
し
く
は
分
割
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ

の
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
事
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ

り
設
立
し
た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
そ
の
事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
は
、
そ
の
認
定
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

第
二
十
五
条
の
五
　
認
定
軽
油
特
定
加
工
業
者
は
、
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
軽
油
特
定
加
工
計
画
（
以
下
「
認
定
軽
油
特
定
加
工
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
、
第
六
号
、
第
七

号
、
第
九
号
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
て
軽
油
を
販
売
又
は
消
費
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
十
二
条
の
九
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産

業
局
長
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
九
の
四
に
よ
る
変
更
申
請
書
を
法
第
十
二
条
の
九
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
　
前
項
の
変
更
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
　
変
更
に
係
る
混
和
前
軽
油
流
通
経
路
が
一
定
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面
（
混
和
前
軽
油
流
通
経
路
の
変
更
に
伴
い
認
定
軽
油
特
定

加
工
業
者
と
混
和
前
軽
油
生
産
業
者
等
が
同
一
と
な
る
場
合
は
、
当
該
軽
油
の
生
産
計
画
書
又
は
輸
入
計
画
書
）

二
　
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
の
混
和
対
象
物
生
産
業
者
が
生
産
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
当
該
混
和

対
象
物
の
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
確
認
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
変
更
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
試
験
分
析
機
関
の
変
更
そ
の
他
委
託
契
約
の
内
容
を
変
更
す
る
場

合
（
委
託
契
約
を
破
棄
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
の
写
し

ロ
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
を
破
棄
し
、
当
該
試
験
分
析
機
関

に
よ
る
確
認
に
代
え
て
自
ら
の
分
析
設
備
を
用
い
て
確
認
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面

ハ
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
を
破
棄
し
、
当
該
試
験
分
析
機
関

に
よ
る
確
認
に
代
え
て
混
和
対
象
物
生
産
業
者
が
当
該
混
和
対
象
物
の
生
産
に
つ
い
て
産
業
標
準
化
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉱
工
業
品
の
製
造
業
者
の
認
証
を
受
け
て
同
法
第
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
製
造
品
質

管
理
体
制
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
旨
の
確
認
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
方
法
に
よ
る
確
認
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
こ
と
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ニ
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
を
破
棄
す
る
場
合
（
ロ
及
び
ハ

の
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
の
製
造
設
備
、
供
給
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
能
力
、
構
造
図
及
び
配
置
図
並
び
に
当
該
設
備
の
管
理
体
制
を
記
載
し
た
書
面
、
並
び
に
当
該
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供

給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
が
二
回
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

ホ
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
分
析
設
備
に
よ
る
確
認
に
代
え
て
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機

関
に
よ
り
確
認
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
の
写
し

ヘ
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
分
析
設
備
に
よ
る
確
認
に
代
え
て
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
方
法
に
よ
る
確
認
を
行

う
こ
と
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ト
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
分
析
設
備
に
よ
る
確
認
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
（
ホ
及
び
ヘ
の
場
合
を
除
く

。
）
に
あ
つ
て
は
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
の
製
造
設
備
、
供
給
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
能
力
、
構
造
図
及
び
配
置
図
並
び
に
当
該
設
備
の
管
理
体
制
を
記
載
し
た
書
面
、
並
び
に
当
該
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ

の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
が
二
回
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

チ
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
方
法
に
よ
る
確
認
に
代
え
て
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の

試
験
分
析
機
関
に
よ
り
確
認
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
の
写
し

リ
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
方
法
に
よ
る
確
認
に
代
え
て
自
ら
の
分
析
設
備
を
用
い
て
確
認
を

行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面

ヌ
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
新
た
に
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
に
よ
り
確
認
を
行
わ
せ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
の
写
し

ル
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
新
た
に
自
ら
の
分
析
設
備
を
用
い
て
確
認
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
を
誓
約
す
る

書
面

三
　
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
の
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
方
法
に
よ
る
確
認
に
関
す
る
変
更
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
方
法
に
よ
る
確
認
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
（
前
号
チ
及
び

リ
の
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
の
製
造
設
備
、
供
給
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
能
力
、
構
造
図
及
び
配
置
図
並
び
に
当
該
設
備
の
管
理
体
制
を
記
載
し
た
書
面
、
並
び
に
当
該
供
給
設
備
ご
と
に
当
該

供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
が
二
回
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

ロ
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
新
た
に
産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
方
法
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ
と
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

四
　
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
の
同
条
第
五
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面
に
記
載
さ
れ
た
混
和
対
象
物
生
産
業
者
の
製
造
設
備
、
供
給
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
能
力
を
維
持
す
る
旨
の
変
更
　
変
更
後
の

混
和
対
象
物
生
産
業
者
の
製
造
設
備
、
供
給
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
能
力
、
構
造
図
及
び
配
置
図
並
び
に
当
該
設
備
の
管
理
体
制
を
記
載
し
た
書
面
、
並
び
に
当
該
変
更
後
の
製
造
設
備
、
供
給
設
備
そ
の
他
の
設
備
を
用
い
て
生

産
さ
れ
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
混
和
対
象
物
の
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対

象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
、
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機
関
が
二
回
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

五
　
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
の
同
条
第
五
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面
に
記
載
さ
れ
た
管
理
体
制
を
維
持
す
る
旨
の
変
更
　
変
更
後
の
管
理
体
制
を
記
載
し
た
書
面

六
　
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
の
混
和
対
象
物
輸
入
業
者
が
輸
入
し
た
混
和
対
象
物
が
当
該
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
当
該
混
和

対
象
物
の
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
混
和
対
象
物
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
確
認
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
変
更
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
試
験
分
析
機
関
の
変
更
そ
の
他
委
託
契
約
の
内
容
を
変
更
す
る
場

合
（
委
託
契
約
を
破
棄
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
の
写
し
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ロ
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
を
破
棄
し
、
当
該
試
験
分
析
機
関

に
よ
る
確
認
に
代
え
て
自
ら
の
分
析
設
備
を
用
い
て
確
認
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面

ハ
　
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
同
条
第
四
項
の
申
請
書
に
添
付
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
分
析
設
備
に
よ
る
確
認
に
代
え
て
登
録
分
析
機
関
そ
の
他
の
第
三
者
の
試
験
分
析
機

関
に
よ
り
確
認
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
分
析
機
関
と
の
委
託
契
約
書
の
写
し

七
　
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
　
変
更
に
係
る
混
和
対
象
物
流
通
経
路
が
一
定
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
そ
の
旨
を
誓
約
す
る
書
面
（
混
和
対
象
物
流
通
経
路
の
変
更
に
伴
い
混
和
対
象
物

生
産
業
者
等
が
同
一
と
な
る
場
合
は
、
当
該
混
和
対
象
物
の
生
産
計
画
書
又
は
輸
入
計
画
書
）

４
　
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
五
条
の
六
　
認
定
軽
油
特
定
加
工
業
者
は
、
認
定
軽
油
特
定
加
工
計
画
に
つ
い
て
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
、
第
五
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
法
第
十
二
条
の

九
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
九
の
五
に
よ
る
届
出
書
を
法
第
十
二
条
の
九
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
の
七
　
認
定
軽
油
特
定
加
工
業
者
は
、
法
第
十
二
条
の
九
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
の
認
定
を
受
け
て
計
画
の
終
了
の
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
計
画
の
終
了
の
日
の
三
月
前
か
ら
一
月
前
ま
で
の
間
に
、
様
式
第
十
九
の
六
に
よ
る
申
請
書
を
法
第
十
二
条
の
九
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産

業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
前
の
計
画
の
終
了
の
日
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
後
の
計
画
の
終
了
の
日
ま
で
の
期
間
は
、
一
年
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４
　
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
ニ
並
び
に
第
六
号
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
定
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
軽
油
特
定
加
工
計
画
の
開
始
の
日
か
ら
終
了

の
日
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
前
の
軽
油
特
定
加
工
計
画
の
終
了
の
日
か
ら
変
更
後
の
計
画
の
終
了
の
日
」
と
、
同
条
第
二
項
第
四
号
中
「
計
画
の
開
始
の
日
及
び
計
画
の
終
了
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
前
の
計
画
の
終
了
の
日
及

び
変
更
後
の
計
画
の
終
了
の
日
」
と
、
同
条
第
五
項
第
三
号
ニ
中
「
申
請
の
日
前
三
月
間
に
お
い
て
、
混
和
対
象
物
生
産
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
混
和
対
象
物
生
産
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
八
　
法
第
十
二
条
の
九
の
登
録
又
は
法
第
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
は
、
認
定
軽
油
特
定
加
工
業
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
二
十
五
条
の
二

第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
五
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
わ
な
か
つ
た
と
き
。

二
　
第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
か
つ
た
と
き
。

三
　
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
九
号
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
受
け
な
か
つ
た
と

き
。

四
　
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
、
第
五
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
か
つ
た
と
き
。

五
　
認
定
軽
油
特
定
加
工
業
者
に
係
る
混
和
前
軽
油
生
産
業
者
等
が
生
産
又
は
輸
入
す
る
軽
油
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

六
　
認
定
軽
油
特
定
加
工
業
者
に
係
る
混
和
対
象
物
生
産
業
者
等
が
生
産
又
は
輸
入
す
る
混
和
対
象
物
を
用
い
て
軽
油
を
生
産
し
た
場
合
に
軽
油
規
格
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

七
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
五
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
。

八
　
当
該
認
定
に
係
る
特
定
加
工
す
る
場
所
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
軽
油
が
軽
油
規
格
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
販
売
又
は
消
費
さ
れ
た
と
き
。

（
準
用
等
）

第
二
十
六
条
　
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
は
、
軽
油
輸
入
業
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
中
「
揮
発
油
輸
入
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
軽
油
輸
入
業
者
」
と
、
「
法
第
十
七
条
の
四
第
四
項
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
十
七
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
四
項
」
と
、
「
揮
発
油
」
と
あ
る
の
は
「
軽
油
」
と
、
「
様
式
第
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
二
十
」
と
「
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
十
七
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
」
と
、
「
法
第
十
七
条
の
四
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
七
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
六
項
」
と
、
「
様
式
第
十

六
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
二
十
一
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節
　
灯
油
の
品
質
の
確
保

（
灯
油
規
格
）

第
二
十
七
条
　
法
第
十
七
条
の
九
第
一
項
の
灯
油
の
規
格
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
硫
黄
分
が
〇
・
〇
〇
八
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
引
火
点
が
四
〇
度
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
セ
ー
ボ
ル
ト
色
が
プ
ラ
ス
二
十
五
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

一
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

二
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）

で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

六
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

七
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る

試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

３
　
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
六
五―

一
号
（
引
火
点
の
求
め
方
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

４
　
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
八
〇
号
（
石
油
製
品―

色
試
験
方
法
）
の
セ
ー
ボ
ル
ト
色
試
験
方
法
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

（
灯
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
）

第
二
十
七
条
の
二
　
法
第
十
七
条
の
九
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
灯
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
は
、
軽
油
と
す
る
。
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（
標
準
灯
油
の
基
準
）

第
二
十
八
条
　
法
第
十
七
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
標
準
灯
油
の
基
準
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
〇
三
号
の
表
二
で
定
め
る
一
号
に
適
合
す
る
灯
油
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
標
準
灯
油
の
表
示
の
場
所
）

第
二
十
九
条
　
法
第
十
七
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
表
示
は
、
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
標
準

灯
油
の
基
準
に
適
合
す
る
灯
油
の
み
を
販
売
す
る
施
設
又
は
設
備
（
当
該
施
設
又
は
設
備
が
、
揮
発
油
又
は
軽
油
を
販
売
す
る
施
設
又
は
設
備
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
標
準
揮
発
油
一
号
、
標
準
揮
発
油
一
号
（
Ｅ
）
、
標
準
揮
発

油
二
号
若
し
く
は
標
準
揮
発
油
二
号
（
Ｅ
）
の
基
準
に
適
合
す
る
揮
発
油
又
は
標
準
軽
油
の
基
準
に
適
合
す
る
軽
油
の
み
を
販
売
す
る
施
設
又
は
設
備
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
加
え
て
当
該
施
設
又

は
設
備
の
任
意
の
場
所
に
当
該
表
示
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
表
示
は
、
様
式
第
二
十
二
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

（
灯
油
生
産
業
者
等
の
規
格
適
合
確
認
）

第
三
十
条
　
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
、
法
第
十
七
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
法
第
十
七
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の

四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
試
料
は
、
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
、
法
第
十
七
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
法
第
十
七
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七

条
の
四
第
二
項
の
確
認
を
行
つ
た
灯
油
が
、
販
売
又
は
消
費
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
異
な
る
品
質
の
灯
油
と
混
合
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
段
階
に
お
い
て
採
取
す
る
こ
と
。

二
　
採
取
し
た
試
料
は
速
や
か
に
分
析
を
す
る
も
の
と
し
、
分
析
を
す
る
ま
で
の
間
は
そ
の
成
分
の
変
化
が
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
お
く
こ
と
。

三
　
自
ら
保
有
す
る
分
析
設
備
を
使
用
し
て
、
分
析
す
る
こ
と
。

四
　
品
質
管
理
責
任
者
に
当
該
分
析
設
備
の
使
用
方
法
に
従
つ
て
分
析
さ
せ
る
こ
と
。

五
　
試
料
の
採
取
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
行
う
こ
と
。

イ
　
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
灯
油
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
灯
油
生
産
業
者
又
は
法
第
十
七
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
行
う
べ
き
者
（
以
下
「
灯
油
加
工
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
灯
油
の
生
産
に
つ
い
て
産
業
標
準
化
法
第

三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉱
工
業
品
の
製
造
業
者
の
認
証
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
製
造
品
質
管
理
体
制
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
灯
油
生
産
業
者
、
灯
油
輸
入
業
者
及
び
灯
油
加
工
業
者
は
、
灯
油
生
産
業
者
に
灯
油
を
販
売
す
る
と
き
は
、
当
該
灯
油
を
購
入
す
る
灯
油
生
産
業
者
が
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
、
法
第
十
七
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項

又
は
法
第
十
七
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
等
）

第
三
十
一
条
　
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
は
、
灯
油
輸
入
業
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
中
「
揮
発
油
輸
入
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
灯
油
輸
入
業
者
」
と
、
「
法
第
十
七
条
の
四
第
四
項
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
十
七
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
四
項
」
と
、
「
揮
発
油
」
と
あ
る
の
は
「
灯
油
」
と
、
「
自
動
車
の
」
と
あ
る
の
は
「
屋
内
燃
焼
」
と
、
「
様
式
第
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
二

十
三
」
と
、
「
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
七
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
」
と
、
「
法
第
十
七
条
の
四
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
七
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
六
項
」
と
、
「
様
式
第
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
二
十
四
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
節
　
重
油
の
品
質
の
確
保

（
重
油
規
格
）

第
三
十
二
条
　
法
第
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
重
油
の
規
格
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
硫
黄
分
が
〇
・
五
質
量
百
分
率
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
無
機
酸
を
含
ま
な
い
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
に
定
め
る
数
値
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

三
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

四
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）

で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

五
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
無
機
酸
を
含
ま
な
い
こ
と
」
と
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
五
二
号
（
石
油
製
品―

反
応
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
結
果
が
ア
ル
カ
リ
性
又
は
中
性
で
あ

る
こ
と
を
い
う
。

（
重
油
規
格
の
特
則
）

第
三
十
二
条
の
二
　
重
油
販
売
業
者
、
重
油
生
産
業
者
、
重
油
輸
入
業
者
又
は
法
第
十
七
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
行
う
べ
き
者
（
以
下
「
重
油
加
工
業
者
」
と
い
う
。
）

が
、
重
油
を
燃
料
と
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
次
の
い
ず
れ
か
の
書
面
又
は
そ
の
写
し
に
よ
り
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
海
洋
汚
染
等
防
止

法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
二
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
硫
黄
酸
化
物
放
出
低
減
装
置
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
船
舶
の
燃
料
と
し
て
重
油
を
販
売
又
は
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
重
油
規
格
に
つ
い
て
は
、

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
〇
・
五
質
量
百
分
率
」
と
あ
る
の
は
「
三
・
五
質
量
百
分
率
」
と
す
る
。

一
　
海
洋
汚
染
等
防
止
法
第
十
九
条
の
四
十
二
の
海
洋
汚
染
等
防
止
検
査
手
帳

二
　
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
。
）
第
十
二
条
の
十
七
の
六
の
四
第
一
項
の
承
認
証

三
　
千
九
百
七
十
三
年
の
船
舶
に
よ
る
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
に
関
す
る
千
九
百
七
十
八
年
の
議
定
書
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
同
条
約
を
改
正
す
る
千
九
百
九
十
七
年
の
議
定
書
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
同
条
約
附
属
書
Ⅵ

第
六
規
則
又
は
第
七
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
国
際
大
気
汚
染
防
止
証
書
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四
　
重
油
販
売
業
者
に
販
売
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
硫
黄
酸
化
物
放
出
低
減
装
置
を
設
置
し
て
い
る
船
舶
の
燃
料
と
し
て
重
油
を
販
売
す
る
旨
を
当
該
重
油
販
売
業
者
が
誓
約
す
る
書
面

２
　
重
油
販
売
業
者
、
重
油
生
産
業
者
、
重
油
輸
入
業
者
又
は
重
油
加
工
業
者
が
、
海
洋
汚
染
等
防
止
法
第
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
と
る
べ
き
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
て
も
な
お
基
準
適
合
燃
料
油
を
入

手
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
重
油
を
船
舶
の
燃
料
と
し
て
販
売
又
は
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
重
油
規
格
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
〇
・
五
質
量
百
分
率
」
と
あ
る
の
は

「
三
・
五
質
量
百
分
率
」
と
す
る
。

（
重
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
）

第
三
十
三
条
　
法
第
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
重
油
と
同
じ
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
石
油
製
品
は
、
軽
油
と
す
る
。

（
船
舶
等
）

第
三
十
四
条
　
法
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
船
舶
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
国
際
航
海
に
従
事
す
る
総
ト
ン
数
四
百
ト
ン
以
上
の
す
べ
て
の
船
舶
（
海
上
自
衛
隊
（
防
衛
大
学
校
を
含
む
。
）
の
使
用
す
る
船
舶
を
除
く
。
）

二
　
す
べ
て
の
掘
削
バ
ー
ジ

三
　
我
が
国
の
主
権
又
は
管
轄
権
の
下
に
あ
る
水
域
に
定
置
さ
れ
る
す
べ
て
の
海
洋
掘
採
施
設

（
書
面
の
交
付
）

第
三
十
五
条
　
法
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
船
舶
等
に
重
油
の
販
売
後
遅
滞
な
く
交
付
す
る
こ
と
。

二
　
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
第
三
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
相
違
が
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
交
付
す
る
こ
と
。

２
　
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
重
油
を
販
売
す
る
と
き
は
、
確
認
し
た
書
面
の
写
し
を
法
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
に
基
づ
き
交
付
す
る
書
面
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
試
料
の
要
件
）

第
三
十
六
条
　
法
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
試
料
は
、
四
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
つ
て
、
重
油
を
供
給
す
る
作
業
が
完
了
し
た
後
、
重
油
販
売
業
者
及
び
船
長
又
は
重
油
供
給
の
完
了
時
の
作
業
担
当
の
責
任
者
に

よ
つ
て
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
ラ
ベ
ル
が
は
り
付
け
ら
れ
た
適
当
な
容
器
に
収
め
ら
れ
、
封
印
さ
れ
た
上
で
、
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
記
載
事
項
は
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
又
は
ス
ペ
イ
ン
語
に

よ
り
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
を
受
け
入
れ
た
船
舶
等
の
名
称
及
び
国
際
海
事
機
関
船
舶
識
別
番
号
（
た
だ
し
、
海
洋
掘
採
施
設
の
場
合
は
、
名
称
の
み
で
よ
い
。
）

二
　
試
料
の
採
取
地
及
び
採
取
方
法

三
　
当
該
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
の
供
給
開
始
日

四
　
当
該
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
を
供
給
し
た
設
備
の
名
称
（
他
の
船
舶
か
ら
当
該
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
を
供
給
し
た
と
き
は
、
他
の
船
舶
の
名
称
を
含
む
。
）

五
　
当
該
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
の
種
類

六
　
容
器
の
封
印
方
法

七
　
当
該
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名
、
及
び
署
名
、
並
び
に
重
油
の
供
給
を
受
け
た
船
舶
等
の
船
長
又
は
重
油
供
給
の
完
了
時
の
作
業
担
当
の
責
任
者
の
氏
名
及
び

署
名

（
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
七
条
　
法
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
記
載
事
項
は
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
又
は
ス
ペ
イ
ン
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
を
受
け
入
れ
た
船
舶
等
の
名
称
及
び
国
際
海
事
機
関
船
舶
識
別
番
号
（
た
だ
し
、
海
洋
掘
採
施
設
の
場
合
は
、
名
称
の
み
で
よ
い
。
）

二
　
当
該
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
を
供
給
し
た
場
所

三
　
当
該
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
の
供
給
開
始
日

四
　
当
該
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名
及
び
当
該
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
の
販
売
を
行
う
事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号

五
　
当
該
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
の
製
品
名

六
　
当
該
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
の
供
給
量

七
　
十
五
度
に
お
け
る
密
度
（
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
四
九―

一
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

密
度
の
求
め
方
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
四
九―

二
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

密
度
の
求
め
方
）
で
定
め

る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。
）

八
　
硫
黄
分
濃
度
（
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

三
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

四
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験

方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

五
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。
）

九
　
当
該
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
の
引
火
点
（
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
六
五―

三
号
（
引
火
点
の
求
め
方
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。
）

十
　
無
機
酸
を
含
ま
な
い
こ
と

十
一
　
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
事
項
に
つ
い
て
適
正
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
旨
を
証
す
る
当
該
重
油
販
売
業
者
の
署
名

（
書
面
の
写
し
の
保
存
義
務
）

第
三
十
八
条
　
法
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
写
し
は
、
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
の
販
売
を
行
う
事
業
所
ご
と
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
書
面
の
写
し
は
、
書
面
の
交
付
の
日
か
ら
三
年
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
三
十
九
条
　
法
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
（
重
油
販
売
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
重
油
の
販
売
を
求
め
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又

は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
重
油
販
売
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
重
油
の
販
売
を
求
め
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
当
該
重
油
の
販
売
を
求
め
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
重
油
販
売
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
重
油
の
販
売
を
求
め
た
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
重
油
の
販
売
を
求
め
た
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
重
油
の
使
用
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条
　
揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
重
油
販
売
業
者
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
重
油
生
産
業
者
等
の
規
格
適
合
確
認
）

第
四
十
一
条
　
法
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
、
法
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
法
第
十
七
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
試
料
は
、
法
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
、
法
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
法
第
十
七
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
七
条
の
四
第
二
項
の
確
認
を
行
つ
た
重
油
が
、
販
売
又
は
消
費
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
異
な
る
品
質
の
重
油
と
混
合
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
段
階
に
お
い
て
採
取
す
る
こ
と
。

二
　
採
取
し
た
試
料
は
速
や
か
に
分
析
を
す
る
も
の
と
し
、
分
析
を
す
る
ま
で
の
間
は
そ
の
成
分
の
変
化
が
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
お
く
こ
と
。

三
　
自
ら
保
有
す
る
分
析
設
備
を
使
用
し
て
、
分
析
す
る
こ
と
。

四
　
品
質
管
理
責
任
者
に
当
該
分
析
設
備
の
使
用
方
法
に
従
つ
て
分
析
さ
せ
る
こ
と
。

五
　
試
料
の
採
取
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
行
う
こ
と
。

イ
　
供
給
設
備
ご
と
に
当
該
供
給
設
備
か
ら
そ
の
容
量
と
同
量
の
重
油
が
出
荷
さ
れ
る
ご
と
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
重
油
生
産
業
者
又
は
重
油
加
工
業
者
が
当
該
重
油
の
生
産
に
つ
い
て
産
業
標
準
化
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉱
工
業
品
の
製
造
業
者
の
認
証
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
製
造

品
質
管
理
体
制
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
油
生
産
業
者
、
重
油
輸
入
業
者
及
び
重
油
加
工
業
者
は
、
重
油
生
産
業
者
に
重
油
を
販
売
す
る
と
き
は
、
当
該
重
油
を
購
入
す
る
重
油
生
産
業
者
が
法
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
、
法
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四

第
一
項
又
は
法
第
十
七
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
書
面
の
記
載
事
項
）

第
四
十
二
条
　
法
第
十
七
条
の
十
二
第
五
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
重
油
生
産
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名
及
び
重
油
の
生
産
を
行
う
事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号

二
　
重
油
の
製
品
名

三
　
重
油
の
供
給
量

四
　
十
五
度
に
お
け
る
密
度
（
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
四
九―

一
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

密
度
の
求
め
方
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
四
九―

二
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

密
度
の
求
め
方
）
で
定
め

る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。
）

五
　
硫
黄
分
濃
度
（
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

三
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

四
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験

方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

五
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。
）

六
　
重
油
の
引
火
点
（
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
六
五―

三
号
（
引
火
点
の
求
め
方
）
で
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。
）

七
　
無
機
酸
を
含
ま
な
い
こ
と

八
　
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
事
項
に
つ
い
て
適
正
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
旨
を
証
す
る
当
該
重
油
生
産
業
者
等
の
署
名
又
は
記
名

（
書
面
の
交
付
）

第
四
十
三
条
　
法
第
十
七
条
の
十
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
重
油
販
売
業
者
に
書
面
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
後
遅
滞
な
く
交
付
す
る
こ
と
。

二
　
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
相
違
が
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
交
付
す
る
こ
と
。

２
　
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
重
油
を
販
売
す
る
と
き
で
あ
つ
て
、
重
油
販
売
業
者
か
ら
書
面
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
確
認
し
た
書
面
の
写
し
を
法
第
十
七
条
の
十
二
第
五
項
に
基
づ
き
交
付
す

る
書
面
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
四
十
四
条
　
法
第
十
七
条
の
十
二
第
六
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
（
重
油
生
産
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
重
油
販
売
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
も
の

イ
　
重
油
生
産
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
重
油
販
売
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
当
該
重
油
販
売
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
重
油
生
産
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
重
油
販
売
業
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
重
油
販
売
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
重
油
販
売
業
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
五
条
　
令
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
重
油
生
産
業
者
等
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
準
用
等
）

第
四
十
六
条
　
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
は
、
重
油
輸
入
業
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
中
「
揮
発
油
輸
入
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
重
油
輸
入
業
者
」
と
、
「
法
第
十
七
条
の
四
第
四
項
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
四
項
」
と
、
「
揮
発
油
」
と
あ
る
の
は
「
重
油
」
と
、
「
通
関
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
通
関
の
日
（
た
だ
し
、
外
国
貨
物
船
用
品
と
し
て
税
関
長

か
ら
外
国
貨
物
承
認
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
承
認
の
日
）
」
と
、
「
自
動
車
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
等
」
と
、
「
様
式
第
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
二
十
五
」
と
、
「
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
」
と
、
「
法
第
十
七
条
の
四
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
四
第
六
項
」
と
、
「
様
式
第
十
六
」
と

あ
る
の
は
「
様
式
第
二
十
六
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
の
二
　
登
録
分
析
機
関

（
登
録
の
申
請
）

第
四
十
七
条
　
法
第
十
七
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
様
式
第
二
十
七
に
よ
る
申
請
書
に
次
の
各
号
の
書
類
を
添
付
し
て
経
済
産
業
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

二
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
分
析
業
務
に
用
い
る
機
械
器
具
の
種
類
、
数
及
び
所
在
の
場
所

ロ
　
分
析
業
務
を
行
う
者
の
資
格
及
び
数

三
　
申
請
者
が
法
第
十
七
条
の
十
四
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

四
　
申
請
者
が
法
第
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
条
の
三
ま
で
　
削
除

（
登
録
の
更
新
の
手
続
）

第
五
十
条
の
四
　
法
第
十
七
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
分
析
機
関
が
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
第
四
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
二
条
　
削
除

（
分
析
業
務
）

第
五
十
三
条
　
法
第
十
七
条
の
十
七
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
析
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
試
験
方
法
に
よ
り
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
分
析
業
務
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
規
程
）

第
五
十
四
条
　
登
録
分
析
機
関
は
、
法
第
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
程
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
分
析
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
様
式
第
三
十
に
よ
る
届
出
書
に
業
務
規
程
を
添
付
し

て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
七
条
の
十
八
第
二
項
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
業
所
の
所
在
地
及
び
分
析
区
分

二
　
分
析
業
務
に
関
す
る
料
金

三
　
分
析
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

四
　
分
析
員
及
び
分
析
業
務
用
設
備
の
配
置
に
関
す
る
事
項

五
　
揮
発
油
販
売
業
者
、
揮
発
油
生
産
業
者
、
軽
油
生
産
業
者
、
灯
油
生
産
業
者
、
重
油
生
産
業
者
、
揮
発
油
輸
入
業
者
、
軽
油
輸
入
業
者
、
灯
油
輸
入
業
者
、
重
油
輸
入
業
者
、
揮
発
油
加
工
業
者
、
軽
油
加
工
業
者
、
灯
油
加
工

業
者
、
重
油
加
工
業
者
、
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
及
び
軽
油
特
定
加
工
業
者
に
対
す
る
分
析
結
果
の
通
知
に
関
す
る
事
項

六
　
分
析
員
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項
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七
　
分
析
の
申
請
書
の
保
存
に
関
す
る
事
項

八
　
分
析
業
務
の
実
施
方
法

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
分
析
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項

３
　
登
録
分
析
機
関
は
、
法
第
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
程
の
変
更
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
変
更
後
の
分
析
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
様
式
第
三
十
一
に
よ
る
届
出
書
に
業
務
規
程

を
添
付
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
等
）

第
五
十
四
条
の
二
　
法
第
十
七
条
の
十
九
第
二
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

２
　
法
第
十
七
条
の
十
九
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登
録
分
析
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受
信
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

（
分
析
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
五
十
五
条
　
登
録
分
析
機
関
は
、
法
第
十
七
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
り
分
析
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
分
析
区
分
に
従
い
、
様
式
第
三
十
二
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
雑
則

（
揮
発
油
販
売
業
者
の
帳
簿
）

第
五
十
六
条
　
法
第
十
九
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
揮
発
油
の
分
析
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
分
析
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
場
所

ロ
　
分
析
を
行
つ
た
品
質
管
理
者
の
氏
名

ハ
　
使
用
し
た
分
析
設
備
の
種
類

ニ
　
分
析
結
果

ホ
　
前
回
分
析
を
行
つ
た
と
き
よ
り
後
に
揮
発
油
を
購
入
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
購
入
先

ヘ
　
登
録
分
析
機
関
の
名
称

二
　
営
業
日
又
は
営
業
時
間
に
関
す
る
事
項
（
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
が
営
業
日
の
制
限
又
は
営
業
時
間
の
短
縮
を
実
施
す
べ
き
期
間
と
し
て
公
表
し
た
期
間
内
の
も
の
に
限
る
。
）

２
　
揮
発
油
販
売
業
者
は
、
給
油
所
ご
と
に
帳
簿
を
備
え
、
品
質
管
理
者
に
揮
発
油
の
分
析
を
さ
せ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
、
登
録
分
析
機
関
に
揮
発
油
の
分
析
を
委
託
し

て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項
第
一
号
イ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
並
び
に
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
事
項
が
記
載
可
能
と
な
つ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
帳
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
帳
簿
は
、
記
載
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
揮
発
油
等
の
生
産
業
者
等
の
帳
簿
）

第
五
十
七
条
　
法
第
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
確
認
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
場
所

二
　
分
析
を
行
つ
た
品
質
管
理
責
任
者
又
は
登
録
分
析
機
関
の
名
称

三
　
使
用
し
た
分
析
設
備
の
種
類
（
自
ら
分
析
を
行
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

四
　
分
析
結
果

２
　
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
は
、
揮
発
油
、
軽
油
、
灯
油
又
は
重
油
の
品
質
の
確
認
を
行
う
事
業
所
ご
と
に
備
え
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
可
能
と
な
つ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
帳
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
帳
簿
は
、
記
載
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
揮
発
油
等
の
輸
入
業
者
の
帳
簿
）

第
五
十
八
条
　
法
第
十
九
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
確
認
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
場
所

二
　
法
第
十
七
条
の
四
第
四
項
（
法
第
十
七
条
の
八
第
二
項
、
法
第
十
七
条
の
十
第
二
項
及
び
法
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
を
行
つ
た
経
済
産
業
局
の
名
称

三
　
分
析
を
行
つ
た
品
質
管
理
責
任
者
又
は
登
録
分
析
機
関
の
名
称

四
　
使
用
し
た
分
析
設
備
の
種
類
（
自
ら
分
析
を
行
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

五
　
分
析
結
果

２
　
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
は
、
揮
発
油
、
軽
油
、
灯
油
又
は
重
油
の
品
質
の
確
認
を
行
う
事
業
所
ご
と
に
備
え
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
可
能
と
な
つ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
帳
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
帳
簿
は
、
記
載
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
準
揮
発
油
等
の
表
示
に
関
す
る
帳
簿
）

第
五
十
九
条
　
法
第
十
九
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
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一
　
標
準
揮
発
油
一
号
、
標
準
揮
発
油
一
号
（
Ｅ
）
、
標
準
揮
発
油
二
号
、
標
準
揮
発
油
二
号
（
Ｅ
）
、
標
準
軽
油
又
は
標
準
灯
油
の
区
分

二
　
標
準
揮
発
油
一
号
、
標
準
揮
発
油
一
号
（
Ｅ
）
、
標
準
揮
発
油
二
号
、
標
準
揮
発
油
二
号
（
Ｅ
）
、
標
準
軽
油
又
は
標
準
灯
油
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
の
確
認
（
以
下
「
品
質
の
確
認
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
年
月
日

三
　
品
質
の
確
認
の
方
法

四
　
品
質
の
確
認
の
結
果
（
当
該
結
果
を
証
す
る
書
面
の
添
付
及
び
品
質
の
確
認
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
含
む
。
）

五
　
表
示
の
期
間

六
　
表
示
の
場
所

２
　
法
第
十
七
条
の
六
第
一
項
（
法
第
十
七
条
の
七
第
二
項
又
は
法
第
十
七
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
行
う
揮
発
油
販
売
業
者
、
軽
油
販
売
業
者
及
び
灯
油
販
売
業
者
は
、
給
油
所
そ

の
他
の
事
業
場
ご
と
に
帳
簿
を
備
え
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
事
項
が
記
載
可
能
と
な
つ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
帳
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
帳
簿
は
、
記
載
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
分
析
機
関
の
帳
簿
）

第
六
十
条
　
法
第
十
九
条
第
五
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
分
析
を
委
託
し
た
揮
発
油
販
売
業
者
、
揮
発
油
生
産
業
者
、
軽
油
生
産
業
者
、
灯
油
生
産
業
者
、
重
油
生
産
業
者
、
揮
発
油
輸
入
業
者
、
軽
油
輸
入
業
者
、
灯
油
輸
入
業
者
、
重
油
輸
入
業
者
、
揮
発
油
加
工
業
者
、
軽
油
加
工

業
者
、
灯
油
加
工
業
者
、
重
油
加
工
業
者
、
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
及
び
軽
油
特
定
加
工
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
揮
発
油
販
売
業
者
、
揮
発
油
特
定
加
工
業
者
及
び
軽
油
特
定
加
工
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
登
録
番
号

二
　
分
析
の
委
託
に
係
る
事
務
所
、
給
油
所
そ
の
他
の
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
分
析
の
委
託
を
受
け
た
年
月
日

四
　
分
析
を
行
つ
た
年
月
日

五
　
分
析
を
行
つ
た
分
析
員
の
氏
名

六
　
使
用
し
た
分
析
業
務
用
設
備
の
種
類

七
　
分
析
の
概
要
及
び
結
果

２
　
登
録
分
析
機
関
は
、
事
業
所
ご
と
に
委
託
を
受
け
た
事
務
所
、
給
油
所
そ
の
他
の
事
業
場
ご
と
の
帳
簿
を
備
え
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
事
項
が
記
載
可
能
と
な
つ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
帳
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
登
録
分
析
機
関
は
、
法
第
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
を
保
存
す
る
と
き
は
、
記
載
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
六
十
条
の
二
　
第
五
十
六
条
第
一
項
各
号
、
第
五
十
七
条
第
一
項
各
号
、
第
五
十
八
条
第
一
項
各
号
、
第
五
十
九
条
第
一
項
各
号
又
は
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の

人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、
当

該
記
録
の
保
存
を
も
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
去
証
）

第
六
十
一
条
　
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
揮
発
油
、
軽
油
、
灯
油
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
を
収
去
す
る
と
き
は
、
被
収
去
者
に
様
式
第
三
十
三
に
よ
る
収
去
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
証
明
書
）

第
六
十
二
条
　
法
第
二
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
証
明
書
は
、
様
式
第
三
十
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
）

第
六
十
三
条
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
意
見
の
聴
取
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
審
理
員
が
議
長
と
し
て
主
宰
す
る
意
見
聴
取
会
に
よ
つ
て
行
う
。

２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
意
見
聴
取
会
を
開
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
期
日
の
十
五
日
前
ま
で
に
、
件
名
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
及
び
場
所
並
び
に
事
案
の
要
旨
を
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
に
通
知
し
、
か
つ
、
告
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
利
害
関
係
人
（
参
加
人
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
代
理
人
と
し
て
意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
意
見
の
概
要
及
び
そ
の
事
案
に
つ
い
て
利
害
関
係
が
あ
る
こ
と

を
疎
明
す
る
事
実
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
指
定
し
、
そ
の
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
指
定
し
た
者
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
そ
の
他
の
参
考
人
に
意
見
聴
取
会
に
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
意
見
聴
取
会
に
お
い
て
は
、
審
査
請
求
人
、
参
加
人
又
は
こ
れ
ら
の
代
理
人
並
び
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
会
に
出
席
を
求
め
ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

７
　
議
長
は
意
見
聴
取
会
に
お
い
て
は
、

初
に
審
査
請
求
人
又
は
そ
の
代
理
人
に
審
査
請
求
の
要
旨
及
び
理
由
を
陳
述
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
意
見
聴
取
会
に
お
い
て
審
査
請
求
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
出
席
し
な
い
と
き
は
、
議
長
は
、
審
査
請
求
書
の
朗
読
を
も
つ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
者
が
事
案
の
範
囲
を
超
え
て
発
言
す
る
と
き
、
又
は
意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
い
る
者
が
意
見
聴
取
会
の
秩
序
を
乱
し
、
若
し
く
は
不
穏
な
言
動
を
す
る
と
き
は
、
議
長
は
、
こ
れ
ら
の

者
に
対
し
、
そ
の
発
言
を
禁
止
し
、
又
は
退
場
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

10
　
審
査
請
求
人
又
は
利
害
関
係
人
の
代
理
人
は
、
そ
の
代
理
権
を
証
す
る
書
類
を
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

26



11
　
議
長
は
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
期
日
及
び
場
所
を
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
会
に
出
席
を
求
め
ら
れ
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
聴
聞
）

第
六
十
四
条
　
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
聴
聞
を
行
う
べ
き
期
日
の
二
十
一
日
前
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
二
月
八
日
通
商
産
業
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
揮
発
油
販
売
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
〇
月
一
八
日
通
商
産
業
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
一
八
日
通
商
産
業
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
〇
月
一
八
日
通
商
産
業
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
八
日
通
商
産
業
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
七
月
一
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
、
第
十
五
条
及
び
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
〇
月
一
七
日
通
商
産
業
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
〇
月
一
八
日
通
商
産
業
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
〇
月
一
八
日
通
商
産
業
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
〇
月
一
八
日
通
商
産
業
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
〇
月
一
六
日
通
商
産
業
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
十
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
一
八
日
通
商
産
業
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
六
六
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
〇
月
一
八
日
通
商
産
業
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
〇
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
九
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
石
油
製
品
の
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
供
給
の
確
保
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
揮
発
油
、
軽
油
又
は
灯
油
の
輸
入
の
事
業
を
一
年
間
以
上
又
は
二
年
間
以
上
行
つ
て
い
る
者
は
、
第
十
八
条
第
二
項
（
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
本
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
関
し
て
は
、
揮
発
油
、
軽
油
又
は
灯
油
の
輸
入
の
事
業
を
そ
れ
ぞ
れ
一
年
間
以
上
又
は
二
年
間
以
上
行
つ
て
い
る
者
と
み
な
す
。
そ
の
際
、
同
項
中
「
法
の
規
定
」
は
「
揮
発
油
販
売
業
法
又
は

特
定
石
油
製
品
輸
入
暫
定
措
置
法
の
規
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
六
日
通
商
産
業
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
七
日
通
商
産
業
省
令
第
三
九
号
）
　
抄
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
五
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
軽
油
販
売
業
者
が
販
売
す
る
軽
油
で
あ
っ
て
、
改
正
前
の
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
は
、
改
正
後
の
第
二
十
二
条

第
一
項
各
号
に
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
九
日
通
商
産
業
省
令
第
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
二
六
日
通
商
産
業
省
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
六
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
揮
発
油
販
売
業
者
が
販
売
す
る
揮
発
油
で
あ
っ
て
、
改
正
前
の
第
十
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
は
、
改
正
後
の
第
十
条
第
一

項
各
号
に
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
一
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
二
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
二
一
日
経
済
産
業
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
八
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第

二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
は
平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
一
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
十
五
、
様
式
第
二
十
、
様
式
第
二
十
三
、
様
式
第
四
十
五
、
様
式
第
四
十
七
及
び
様
式
第
四
十
九
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
二
月
二
五
日
経
済
産
業
省
令
第
二
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
指
定
分
析
機
関
を
指
定
す
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
指
定
分
析
機
関
を
指
定
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
経
済
産
業
省
令
第
百
二
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
七
日
経
済
産
業
省
令
第
一
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
一
四
日
経
済
産
業
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
四
日
経
済
産
業
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
八
日
経
済
産
業
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
一
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
一
五
日
経
済
産
業
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
五
日
経
済
産
業
省
令
第
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
一
七
日
経
済
産
業
省
令
第
三
一
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
二
二
日
経
済
産
業
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
二
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
軽
油
規
格
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
当
分
の
間
、
軽
油
中
の
酸
価
（
軽
油
一
グ
ラ
ム
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
酸
の
中
和
に
要
す
る
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
の
ミ
リ
グ
ラ
ム
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
増
加
の
測
定
方
法
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し

た
場
合
に
お
け
る
酸
価
の
増
加
の
数
値
が
〇
・
一
二
以
下
で
あ
る
軽
油
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
ロ
（
４
）
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
第

五
号
ロ
（
４
）
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
四
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
、
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
申

請
又
は
規
則
第
十
四
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
変
更
申
請
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
請
又
は
規
則
第
十
四
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
変
更
申
請
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
第
十
四
条
の
二
に
よ
り
受
け
た
認
定
又
は
規
則
第
十
四
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
変
更
認
定
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
改
正
後
の

規
則
第
十
四
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
変
更
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
　
標
準
揮
発
油
の
表
示
の
場
所
（
第
二
十
一
条
関
係
）

区
分

場
所

固
定
さ
れ
た
給
油
設
備
（
懸
垂
式
の
も
の
を
除
く
。
以
下
「
固
定
式
給
油
設
備
」
と
い
う
。
）

標
準
揮
発
油
を
給
油
す
る
計
量
器
の
見
や
す
い
箇
所

懸
垂
式
の
固
定
さ
れ
た
給
油
設
備
（
以
下
「
懸
垂
式
給
油
設
備
」
と
い
う
。
）

標
準
揮
発
油
を
給
油
す
る
計
量
器
の
表
示
部
の
見
や
す
い
箇
所
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固
定
さ
れ
て
い
な
い
給
油
設
備
（
以
下
「
可
般
式
給
油
設
備
」
と
い
う
。
）

標
準
揮
発
油
を
給
油
す
る
計
量
器
の
見
や
す
い
箇
所

別
表
第
二
　
標
準
軽
油
の
流
動
点
の
基
準
（
第
二
十
三
条
関
係
）

地
域

月一
月

二
月

三
月

四
月

五
月

六
月

七
月

八
月

九
月

十
月

十
一
月

十
二
月

北
海
道

零
下
二
十
度

零
下
七
・
五
度

零
下
二
・
五
度

五
度

零
下
二
・
五
度

零
下
七
・
五
度

零
下
二
十
度

東
北

零
下
七
・
五
度

五
度

零
下
七
・
五
度

関
東

零
下
七
・
五
度

五
度

零
下
七
・
五
度

中
部

零
下
七
・
五
度

五
度

北
陸

零
下
七
・
五
度

五
度

東
海

零
下
七
・
五
度

五
度

近
畿

零
下
七
・
五
度

五
度

零
下
七
・
五
度

山
陰

零
下
七
・
五
度

五
度

山
陽

零
下
七
・
五
度

五
度

四
国

零
下
二
・
五
度

零
下
七
・
五
度

五
度

九
州

零
下
七
・
五
度

五
度

沖
縄

五
度

（
注
）
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
東
北
」
と
は
、
青
森
、
秋
田
、
岩
手
、
山
形
、
宮
城
、
福
島
の
各
県
を
、
「
関
東
」
と
は
、
茨
城
、
栃
木
、
群
馬
、
埼
玉
、
東
京
、
千
葉
、
神
奈
川
の
各
都
県
を
、
「
北
陸
」
と
は
、
新
潟
、
富
山
、
石
川
、

福
井
の
各
県
を
、
「
中
部
」
と
は
、
山
梨
、
長
野
、
岐
阜
の
各
県
を
、
「
東
海
」
と
は
、
静
岡
、
愛
知
の
各
県
を
、
「
近
畿
」
と
は
、
滋
賀
、
三
重
、
奈
良
、
京
都
、
大
阪
、
和
歌
山
、
兵
庫
の
各
府
県
を
、
「
山
陽
」
と
は
、
岡
山
、
広
島

、
山
口
の
各
県
を
、
「
山
陰
」
と
は
、
鳥
取
、
島
根
の
各
県
を
、
「
四
国
」
と
は
、
香
川
、
徳
島
、
愛
媛
、
高
知
の
各
県
を
、
「
九
州
」
と
は
、
福
岡
、
大
分
、
宮
崎
、
佐
賀
、
長
崎
、
熊
本
、
鹿
児
島
の
各
県
を
い
う
。

別
表
第
三
　
標
準
軽
油
の
表
示
の
場
所
（
第
二
十
四
条
関
係
）

区
分

場
所

固
定
式
給
油
設
備

標
準
軽
油
を
給
油
す
る
計
量
器
の
見
や
す
い
箇
所

懸
垂
式
給
油
設
備

標
準
軽
油
を
給
油
す
る
計
量
器
の
表
示
部
の
見
や
す
い
箇
所

可
般
式
給
油
設
備

標
準
軽
油
を
給
油
す
る
計
量
器
の
見
や
す
い
箇
所

別
表
第
四
　
標
準
灯
油
の
表
示
の
場
所
（
第
二
十
九
条
関
係
）

区
分

場
所

固
定
式
給
油
設
備

標
準
灯
油
を
給
油
す
る
計
量
器
の
見
や
す
い
箇
所

懸
垂
式
給
油
設
備

標
準
灯
油
を
給
油
す
る
計
量
器
の
表
示
部
の
見
や
す
い
箇
所

可
般
式
給
油
設
備

標
準
灯
油
を
給
油
す
る
計
量
器
の
見
や
す
い
箇
所

移
動
貯
蔵
タ
ン
ク

標
準
灯
油
を
給
油
す
る
タ
ン
ク
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所

灯
油
販
売
業
者
の
灯
油
の
運
搬
業
務
に
用
い
ら
れ
る
容
器

標
準
灯
油
の
み
が
入
れ
ら
れ
る
容
器
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所

販
売
取
扱
所

標
準
灯
油
を
販
売
す
る
施
設
の
見
や
す
い
箇
所

別
表
第
五
　
登
録
分
析
機
関
の
技
術
上
の
基
準
（
第
五
十
三
条
関
係
）

分
析
区
分

試
験
方
法

分
析
業
務

揮
発
油
販
売
業
者
の
委

託
に
係
る
分
析

一
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
五
五
号
（
石
油
製
品―

ガ
ソ
リ
ン―

鉛
分
試
験
方
法
）
の
原
子
吸
光
Ａ
法
又
は
原
子
吸
光
Ｂ

法
で
定
め
る
試
験
方
法

二
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

一
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産

業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

二
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二

五
四
一―

六
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

七
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

三
　
メ
チ
ル
タ
ー
シ
ャ
リ
ー
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品

―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定

め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

五
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本

産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

六
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

一
　
給
油
所
ご
と
の
揮
発
油
の
分
析
は
十
日
ご
と
に
行
う
こ
と
。

二
　
試
料
は
給
油
管
か
ら
採
取
す
る
こ
と
。

三
　
分
析
を
委
託
さ
れ
た
試
料
は
、
採
取
し
た
後
、
速
や
か
に
、
分
析
す
る
こ
と
と
し
、

分
析
を
行
う
ま
で
の
間
は
そ
の
成
分
の
変
化
が
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
お
く

こ
と
。

四
　
分
析
業
務
用
設
備
の
使
用
方
法
に
従
つ
て
分
析
す
る
こ
と
。
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四
　
酸
素
分
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、

日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五

三
六―

六
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

五
　
ベ
ン
ゼ
ン
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る

試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

三
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業

規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

六
　
灯
油
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験

方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

七
　
メ
タ
ノ
ー
ル
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め

る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業

規
格
Ｋ
二
五
三
六―

五
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

六

号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

八
　
エ
タ
ノ
ー
ル
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め

る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産

業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―
六
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

九
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
六
一
号
（
石
油
製
品―

自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
及
び
航
空
燃
料
油―

実
在
ガ
ム
試
験
方
法―

噴
射

蒸
発
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
四
号
（
高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
通
則
）
そ
の
他

経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
り
揮
発
油
中
の
酸
化
生
成
物
の
測
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

揮
発
油
生
産
業
者
、
揮

発
油
輸
入
業
者
、
揮
発

油
加
工
業
者
及
び
揮
発

油
特
定
加
工
業
者
の
委

託
に
係
る
分
析

一
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
五
五
号
（
石
油
製
品―

ガ
ソ
リ
ン―

鉛
分
試
験
方
法
）
の
原
子
吸
光
Ａ
法
又
は
原
子
吸
光
Ｂ

法
で
定
め
る
試
験
方
法

二
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

一
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産

業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

二
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二

五
四
一―

六
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

七
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

三
　
メ
チ
ル
タ
ー
シ
ャ
リ
ー
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品

―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定

め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

五
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本

産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

六
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

四
　
酸
素
分
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、

日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五

三
六―

六
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

五
　
ベ
ン
ゼ
ン
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る

試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

三
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業

規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

六
　
灯
油
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験

方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

七
　
メ
タ
ノ
ー
ル
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め

る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業

規
格
Ｋ
二
五
三
六―

五
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

六

号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

八
　
エ
タ
ノ
ー
ル
の
混
入
率
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

二
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め

る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

四
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産

業
規
格
Ｋ
二
五
三
六―

六
号
（
石
油
製
品―

成
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

九
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
六
一
号
（
石
油
製
品―

自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
及
び
航
空
燃
料
油―

実
在
ガ
ム
試
験
方
法―

噴
射

蒸
発
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
四
号
（
高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
通
則
）
そ
の
他

経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
り
揮
発
油
中
の
酸
化
生
成
物
の
測
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

一
　
試
料
は
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
採
取
す
る
こ
と
。

二
　
分
析
を
委
託
さ
れ
た
試
料
は
、
採
取
し
た
後
、
速
や
か
に
、
分
析
す
る
こ
と
と
し
、

分
析
を
行
う
ま
で
の
間
は
そ
の
成
分
の
変
化
を
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
お
く

こ
と
。

三
　
分
析
業
務
用
設
備
の
使
用
方
法
に
従
つ
て
分
析
す
る
こ
と
。
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軽
油
生
産
業
者
、
軽
油

輸
入
業
者
、
軽
油
加
工

業
者
及
び
軽
油
特
定
加

工
業
者
の
委
託
に
係
る

分
析

一
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

一
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産

業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

二
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二

五
四
一―

六
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

七
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

二
　
セ
タ
ン
指
数
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
八
〇―

五
号
（
石
油
製
品―

オ
ク
タ
ン
価
、
セ
タ
ン
価
及
び
セ
タ

ン
指
数
の
求
め
方
）
で
定
め
る
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
八
〇―

四
号
（
石
油
製
品―

オ
ク
タ
ン
価
、
セ
タ
ン
価

及
び
セ
タ
ン
指
数
の
求
め
方
）
で
定
め
る
方
法

三
　
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
留
出
温
度
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
五
四
号
（
石
油
製
品―

蒸
留
試
験
方
法
）
の
常
圧

法
蒸
留
試
験
方
法
で
定
め
る
試
験
方
法

四
　
軽
油
中
の
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
又
は
ト
リ
グ
リ
セ
リ
ド
の
濃
度
の
測
定
方
法
と
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め

る
方
法

五
　
軽
油
中
の
メ
タ
ノ
ー
ル
の
濃
度
の
測
定
方
法
と
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法

六
　
酸
価
に
つ
い
て
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
〇
一
号
（
石
油
製
品
及
び
潤
滑
油―

中
和
価
試
験
方
法
）
の
電
位
差
滴
定

法
（
酸
価
）
で
定
め
る
試
験
方
法

七
　
軽
油
中
の
ぎ
酸
、
酢
酸
又
は
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
の
濃
度
の
測
定
方
法
と
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法

八
　
軽
油
中
の
酸
化
安
定
度
の
測
定
方
法
と
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法

一
　
試
料
は
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
採
取
す
る
こ
と
。

二
　
分
析
を
委
託
さ
れ
た
試
料
は
、
採
取
し
た
後
、
速
や
か
に
、
分
析
す
る
こ
と
と
し
、

分
析
を
行
う
ま
で
の
間
は
そ
の
成
分
の
変
化
を
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
お
く

こ
と
。

三
　
分
析
業
務
用
設
備
の
使
用
方
法
に
従
つ
て
分
析
す
る
こ
と
。

灯
油
生
産
業
者
、
灯
油

輸
入
業
者
及
び
灯
油
加

工
業
者
の
委
託
に
係
る

分
析

一
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

一
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産

業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

二
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二

五
四
一―

六
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

七
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

二
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
六
五―

一
号
（
引
火
点
の
求
め
方
）
で
定
め
る
試
験
方
法

三
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
八
〇
号
（
石
油
製
品―

色
試
験
方
法
）
の
セ
ー
ボ
ル
ト
色
試
験
方
法
で
定
め
る
試
験
方
法

一
　
試
料
は
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
採
取
す
る
こ
と
。

二
　
分
析
を
委
託
さ
れ
た
試
料
は
、
採
取
し
た
後
、
速
や
か
に
、
分
析
す
る
こ
と
と
し
、

分
析
を
行
う
ま
で
の
間
は
そ
の
成
分
の
変
化
を
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
お
く

こ
と
。

三
　
分
析
業
務
用
設
備
の
使
用
方
法
に
従
つ
て
分
析
す
る
こ
と
。

重
油
生
産
業
者
、
重
油

輸
入
業
者
及
び
重
油
加

工
業
者
の
委
託
に
係
る

分
析

一
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

三
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
、
日
本
産

業
規
格
Ｋ
二
五
四
一―

四
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―
硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ

二
五
四
一―

五
号
（
原
油
及
び
石
油
製
品―

硫
黄
分
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

二
　
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
五
二
号
（
石
油
製
品―

反
応
試
験
方
法
）
で
定
め
る
試
験
方
法

一
　
試
料
は
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
採
取
す
る
こ
と
。

二
　
分
析
を
委
託
さ
れ
た
試
料
は
、
採
取
し
た
後
、
速
や
か
に
、
分
析
す
る
こ
と
と
し
、

分
析
を
行
う
ま
で
の
間
は
そ
の
成
分
の
変
化
を
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
お
く

こ
と
。

三
　
分
析
業
務
用
設
備
の
使
用
方
法
に
従
つ
て
分
析
す
る
こ
と
。
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様
式
第
１
（
第
３
条
関
係
）

様式第1（第3条関係）（平6通産令70・平7通産令92・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） （表） ×整理番号 ×審査結果 ×受理年月日年月日 ×登録番号 揮発油販売業登録申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第3条の登録を受けたいので、同法 第4条第1項の規定により、次のとおり申請します。 1給油所の名称及び所在地 2給油所ごとの給油設備の規模 3法人にあつては、その業務を行う役員の氏名 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3給油設備の規模の欄には、タンクの容量及び計量器の個数について記載すること。 4登録免許税を納付しなければならないときは、裏面に登録免許税納付書又は領収証書をはり付けること。 （裏） 登録免許税納付書・領収証書はり付け欄  
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様
式
第
２
（
第
３
条
関
係
）

様式第2（第3条関係）（平9通産令127・全改、平16経産令22・令元経産令17・一部改正） 事業計画書 給油所名 事業開始予定年月日年月日 揮発油の購入先 品質管理者の氏名 分析設備の種類又は登録分 析機関の名称 調達方法金額（千円） 内部資金 所要資金の額 借入金 計 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2揮発油の分析を行う者にあつては、分析設備の種類又は登録分析機関の名称の欄に分析設備の製造者名及び型式を記載すること。  
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様
式
第
３
（
第
６
条
関
係
）

様式第3（第6条関係）（平6通産令70・一部改正、平7通産令92・旧様式第4繰上・一部改正、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油販売業承継届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第7条第2項の規定により、次のと おり届け出ます。 承継者の登録年月日 及び登録番号 被承継者の登録年月 日及び登録番号 承継の原因 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
３
の
２
（
第
６
条
関
係
）

様式第3の2（第6条関係）（平9通産令74・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油販売業者事業譲渡証明書 年月日 殿 譲り渡した者氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 譲り受けた者氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 次のとおり揮発油販売業者の事業の全部の譲渡しがありましたことを証明 します。 1譲り渡した者の登録年月日及び登録番号 2譲渡しの年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
４
（
第
６
条
関
係
）

様式第4（第6条関係）（平6通産令70・一部改正、平7通産令92・旧様式第5繰上、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油販売業者相続同意証明書 年月日 殿 証明者の氏名 住所 次のとおり揮発油販売業者について相続がありましたことを証明します。 1被相続人の氏名及び住所 2被相続人の登録年月日及び登録番号 3揮発油販売業者の地位を承継する者として選定された者の氏名及び住所 4相続開始の年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3証明者は、揮発油販売業者の地位を承継する者として選定された者以外の相続人全員とすること。  
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様
式
第
５
（
第
６
条
関
係
）

様式第5（第6条関係）（平6通産令70・一部改正、平7通産令92・旧様式第6繰上、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油販売業者相続証明書 年月日 殿 証明者の氏名 住所 次のとおり揮発油販売業者について相続がありましたことを証明します。 1被相続人の氏名及び住所 2被相続人の登録年月日及び登録番号 3揮発油販売業者の地位を承継した者の氏名及び住所 4相続開始の年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3証明者は、2人以上とすること。  

38



様
式
第
５
の
２
（
第
６
条
関
係
）

様式第5の2（第6条関係）（平13経産令99・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日 揮発油販売業者事業承継証明書 年月日 殿 被承継者名称及び代表者の氏名 承継者名称及び代表者の氏名 次のとおり分割によつて揮発油販売業者の事業の全部の承継がありました ことを証明します。 1被承継者の登録年月日及び登録番号 2承継の年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
６
（
第
７
条
関
係
）

様式第6（第7条関係）（平6通産令70・一部改正、平7通産令92・旧様式第7繰上・一部改正、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×審査結果 ×受理年月日年月日 揮発油販売業変更登録申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第8条第1項の変更登録を受けたい ので、次のとおり申請します。 1登録年月日及び登録番号 2変更の内容 従前の内容変更後の内容 3変更の年月日 4変更の理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
７
（
第
８
条
関
係
）

様式第7（第8条関係）（平6通産令70・一部改正、平7通産令92・旧様式第9繰上・一部改正、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油販売業者氏名等変更届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第8条第3項の規定により、次のと おり届け出ます。 1登録年月日及び登録番号 2変更の内容 従前の内容変更後の内容 3変更の年月日 4変更の理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
８
（
第
９
条
関
係
）

様式第8（第9条関係）（平6通産令70・一部改正、平7通産令92・旧様式第10繰上・一部改正、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油販売業廃止届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第9条の規定により、次のとおり届 け出ます。 1登録年月日及び登録番号 2事業を廃止した年月日 3事業を廃止した理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
８
の
２
（
第
９
条
の
２
関
係
）

様式第8の2（第9条の2関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） （表） ×整理番号 ×審査結果 ×受理年月日年月日 ×登録番号 揮発油特定加工業登録申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあつてはその代表者の氏名 住所 電話（） 揮発油等の品質の確保等に関する法律第12条の2の登録を受けたいの で、同法第12条の3第1項の規定により、次のとおり申請します。 1特定加工する場所の所在地 2特定加工する石油製品及び当該石油製品に混和しようとする混和対象物 の種類 3特定加工するための設備の構造 4法人にあつては、その業務を行う役員の氏名 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3設備の構造の欄には、当該設備の名称、1日当たりの混合能力、当該設備の構造図、当該設備の仕様書及び当該設備が設置されている場所全体の平面図を添付すること。 4登録免許税を納付しなければならないときは、裏面に登録免許税納付書又は領収証書をはり付けること。 （裏） 登録免許税納付書・領収証書はり付け欄  
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様
式
第
８
の
３
（
第
９
条
の
２
関
係
）

様式第8の3（第9条の2関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・一部改正） 事業計画書 特定加工する場所（住所） （電話） 事業開始予定年月日年月日 揮発油の購入先 混和対象物の購入先 分析設備の種類又は登録分析機関の名称 特定加工する場所ごとの品質の確認の責 任者の氏名 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2揮発油の分析を自ら行う者にあつては、分析設備の種類又は登録分析機関の名称の欄に分析設備の製造者名、型式、数量、設置場所を記載すること。  
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様
式
第
８
の
４
（
第
９
条
の
４
関
係
）

様式第8の4（第9条の4関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油特定加工業承継届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第12条の8において準用する法第 7条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。 承継者の登録年月日及び登録番号 被承継者の登録年月日及び登録番号 承継の原因 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
８
の
５
（
第
９
条
の
４
関
係
）

様式第8の5（第9条の4関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油特定加工業者事業譲渡証明書 年月日 殿 譲り渡した者氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 譲り受けた者氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 次のとおり揮発油特定加工業者の事業の全部の譲渡しがありましたこと を証明します。 1譲り渡した者の登録年月日及び登録番号 2譲渡しの年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
８
の
６
（
第
９
条
の
４
関
係
）

様式第8の6（第9条の4関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油特定加工業者相続同意証明書 年月日 殿 証明者の氏名 住所 次のとおり揮発油特定加工業者について相続がありましたことを証明し ます。 1被相続人の氏名及び住所 2被相続人の登録年月日及び登録番号 3揮発油特定加工業者の地位を承継する者として選定された者の氏名、住 所及び電話番号 4相続開始の年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3証明者は、揮発油特定加工業者の地位を承継する者として選定されたもの以外の相続人全員とすること。  
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様
式
第
８
の
７
（
第
９
条
の
４
関
係
）

様式第8の7（第9条の4関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油特定加工業者相続証明書 年月日 殿 証明者の氏名 住所 次のとおり揮発油特定加工業者について相続がありましたことを証明し ます。 1被相続人の氏名及び住所 2被相続人の登録年月日及び登録番号 3揮発油特定加工業者の地位を承継した者の氏名、住所及び電話番号 4相続開始の年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3証明者は、2人以上とすること。  
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様
式
第
８
の
８
（
第
９
条
の
４
関
係
）

様式第8の8（第9条の4関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油特定加工業者事業承継証明書 年月日 殿 被承継者名称及び代表者の氏名 承継者名称及び代表者の氏名 次のとおり分割によつて揮発油特定加工業者の事業の全部の承継があり ましたことを証明します。 1被承継者の登録年月日及び登録番号 2承継の年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
８
の
９
（
第
９
条
の
５
関
係
）

様式第8の9（第9条の5関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×審査結果 ×受理年月日年月日 揮発油特定加工業変更登録申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第12条の6第1項の変更登録を受 けたいので、次のとおり申請します。 1登録年月日及び登録番号 2変更の内容 従前の内容変更後の内容 3変更の年月日 4変更の理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
８
の
１
０
（
第
９
条
の
６
関
係
）

様式第8の10（第9条の6関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油特定加工業者氏名等変更届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第12条の6第3項の規定により、 次のとおり届け出ます。 1登録年月日及び登録番号 2変更の内容 従前の内容変更後の内容 3変更の年月日 4変更の理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
８
の
１
１
（
第
９
条
の
７
関
係
）

様式第8の11（第9条の7関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油特定加工業廃止届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第12条の8において準用する法第 9条の規定により、次のとおり届け出ます。 1登録年月日及び登録番号 2事業を廃止した年月日 3事業を廃止した理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
８
の
１
２
（
第
９
条
の
８
関
係
）

様式第8の12（第9条の8関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） （表） ×整理番号 ×審査結果 ×受理年月日年月日 ×登録番号 軽油特定加工業登録申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあつてはその代表者の氏名 住所 電話（） 揮発油等の品質の確保等に関する法律第12条の9の登録を受けたいの で、同法第12条の10第1項の規定により、次のとおり申請します。 1特定加工する場所の所在地 2特定加工する石油製品及び当該石油製品に混和しようとする混和対象物 の種類 3特定加工するための設備の構造 4法人にあつては、その業務を行う役員の氏名 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3設備の構造の欄には、当該設備の名称、1日当たりの混合能力、当該設備の構造図、当該設備の仕様書及び当該設備が設置されている場所全体の平面図を添付すること。 4登録免許税を納付しなければならないときは、裏面に登録免許税納付書又は領収証書をはり付けること。 （裏） 登録免許税納付書・領収証書はり付け欄  
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様
式
第
８
の
１
３
（
第
９
条
の
８
関
係
）

様式第8の13（第9条の8関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・一部改正） 事業計画書 特定加工する場所（住所） （電話） 事業開始予定年月日年月日 軽油の購入先 混和対象物の購入先 分析設備の種類又は登録分析機関の名称 特定加工する場所ごとの品質の確認の責 任者の氏名 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2軽油の分析を自ら行う者にあつては、分析設備の種類又は登録分析機関の名称の欄に分析設備の製造者名、型式、数量、設置場所を記載すること。  
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様
式
第
８
の
１
４
（
第
９
条
の
１
０
関
係
）

様式第8の14（第9条の10関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油特定加工業承継届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第12条の15において準用する法第 7条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。 承継者の登録年月日及び登録番号 被承継者の登録年月日及び登録番号 承継の原因 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
８
の
１
５
（
第
９
条
の
１
０
関
係
）

様式第8の15（第9条の10関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油特定加工業者事業譲渡証明書 年月日 殿 譲り渡した者氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 譲り受けた者氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 次のとおり軽油特定加工業者の事業の全部の譲渡しがありましたことを 証明します。 1譲り渡した者の登録年月日及び登録番号 2譲渡しの年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
８
の
１
６
（
第
９
条
の
１
０
関
係
）

様式第8の16（第9条の10関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油特定加工業者相続同意証明書 年月日 殿 証明者の氏名 住所 次のとおり軽油特定加工業者について相続がありましたことを証明しま す。 1被相続人の氏名及び住所 2被相続人の登録年月日及び登録番号 3軽油特定加工業者の地位を承継する者として選定された者の氏名、住所 及び電話番号 4相続開始の年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3証明者は、軽油特定加工業者の地位を承継する者として選定されたもの以外の相続人全員とすること。  
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様
式
第
８
の
１
７
（
第
９
条
の
１
０
関
係
）

様式第8の17（第9条の10関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油特定加工業者相続証明書 年月日 殿 証明者の氏名 住所 次のとおり軽油特定加工業者について相続がありましたことを証明しま す。 1被相続人の氏名及び住所 2被相続人の登録年月日及び登録番号 3軽油特定加工業者の地位を承継した者の氏名、住所及び電話番号 4相続開始の年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3証明者は、2人以上とすること。  
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様
式
第
８
の
１
８
（
第
９
条
の
１
０
関
係
）

様式第8の18（第9条の10関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油特定加工業者事業承継証明書 年月日 殿 被承継者名称及び代表者の氏名 承継者名称及び代表者の氏名 次のとおり分割によつて軽油特定加工業者の事業の全部の承継がありま したことを証明します。 1被承継者の登録年月日及び登録番号 2承継の年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
８
の
１
９
（
第
９
条
の
１
１
関
係
）

様式第8の19（第9条の11関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×審査結果 ×受理年月日年月日 軽油特定加工業変更登録申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第12条の13第1項の変更登録を受 けたいので、次のとおり申請します。 1登録年月日及び登録番号 2変更の内容 従前の内容変更後の内容 3変更の年月日 4変更の理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  

60



様
式
第
８
の
２
０
（
第
９
条
の
１
２
関
係
）

様式第8の20（第9条の12関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油特定加工業者氏名等変更届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第12条の13第3項の規定により、 次のとおり届け出ます。 1登録年月日及び登録番号 2変更の内容 従前の内容変更後の内容 3変更の年月日 4変更の理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  

61



様
式
第
８
の
２
１
（
第
９
条
の
１
３
関
係
）

様式第8の21（第9条の13関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油特定加工業廃止届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第12条の15において準用する法第 9条の規定により、次のとおり届け出ます。 1登録年月日及び登録番号 2事業を廃止した年月日 3事業を廃止した理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様
式
第
８
の
２
２
（
第
１
０
条
の
３
関
係
）

様式第8の22（第10条の3関係）（平20経産令81・追加、平21経産令31・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×審査結果 ×受理年月日年月日 ×認定番号 揮発油試験研究計画認定申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 下記の揮発油試験研究計画について揮発油等の品質の確保等に関する法 律施行規則第10条の3第1項の認定を受けたいので申請します。 記 1氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者又は揮発油特定加工 業者が試験研究用揮発油を販売する場合にあつては、当該試験研究用揮発 油を自動車用燃料として用いる者の氏名（法人の場合にあつては名称及び 代表者の氏名）、住所及び連絡先 3試験研究の開始の日及び終了の日（試験研究用揮発油を販売する場合に あつては、試験研究用揮発油の販売の開始の日及び終了の日並びに試験研 究の開始の日及び終了の日） 4試験研究の目的及び実施の場所 5試験研究用揮発油の品質 6試験研究用揮発油の生産を行う場所（試験研究用揮発油を輸入する場合 にあつては、当該試験研究用揮発油を輸入する者から当該試験研究を実施 する場所までの流通の経路） 7試験研究用揮発油を用いる自動車の自動車登録番号標又は車両番号標及 び型式 8試験研究における安全を確保するための措置及び管理体制 9前号の措置を講じ、及び管理体制を維持するための経理的基礎及び技術 的能力 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 33、4、7、8及び9の記載は、試験研究用揮発油を供給する者が試験研究用揮発油を自動車の燃料として用いて試験研究を行う者から提供された資料を確認し、その資料の添付をもつて記載に代えることができる。 
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様
式
第
８
の
２
３
（
第
１
０
条
の
５
関
係
）

様式第8の23（第10条の5関係）（平20経産令81・追加、平21経産令31・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油試験研究計画変更申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第10条の5の規定によ り、次のとおり申請します。 1認定年月日及び認定番号 2変更の内容 従前の内容変更後の内容 3変更の年月日 4変更の理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3揮発油試験研究計画認定申請書の3、4、7、8及び9の記載について変更がある場合は、試験研究用揮発油を供給する者が試験研究用揮発油を自動車の燃料として用いて試験研究を行う者から提供された資料を確認し、その資料の添付をもつて記載に代えることができる。  
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様
式
第
８
の
２
４
（
第
１
０
条
の
６
関
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様式第8の24（第10条の6関係）（平20経産令81・追加、平21経産令31・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油試験研究計画中間報告書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第10条の6第3項の規定 により、次のとおり提出いたします。 1認定年月日及び認定番号 2試験研究用揮発油が揮発油試験研究計画に記載された品質に適合するこ とについての確認状況 3試験研究用揮発油を用いる自動車の安全性を確保するための構造上又は 維持管理上の改善対策の実施状況 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 33の記載は、試験研究用揮発油を供給する者が試験研究用揮発油を自動車の燃料として用いて試験研究を行う者から提供された資料を確認し、その資料の添付をもつて記載に代えることができる。  
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様式第8の25（第10条の6関係）（平20経産令81・追加、平21経産令31・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油試験研究計画最終報告書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第10条の6第4項の規定 により、次のとおり提出いたします。 1認定年月日及び認定番号 2試験研究用揮発油を用いた場合の、自動車の安全性を確保するための構 造上または維持管理上の改善対策の評価 3試験研究用揮発油を用いた場合の、自動車の大気環境に与える影響及び その評価 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 32及び3の記載は、試験研究用揮発油を供給する者が試験研究用揮発油を自動車の燃料として用いて試験研究を行う者から提供された資料を確認し、その資料の添付をもつて記載に代えることができる。  
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）

様式第9（第12条関係）（平6通産令70・一部改正、平7通産令92・旧様式第11繰上・一部改正、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 品質管理者選任（解任）届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第14条第2項の規定により、次のと おり届け出ます。 1登録年月日及び登録番号 2給油所の名称及び所在地 3品質管理者の氏名 4選任（解任）の年月日 5解任の場合にあつては、その理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様式第10（第14条の2関係）（平7通産令92・全改、平10通産令35・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 生産（確認）揮発油品質維持計画認定申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 下記の生産（確認）揮発油品質維持計画について揮発油等の品質の確保等 に関する法律施行規則第14条の2第1項（第3項）の認定を受けたいので申 請します。 記 1氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2登録年月日及び登録番号 3申請給油所の名称及び所在地 4計画開始日及び計画終了日 5申請前流通経路及び申請後流通経路 6揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第14条の2第4項第6号 の措置 7揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第14条の2第4項第7号 の措置 8揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第14条の2第4項第8号 に関すること （備考）1不用な字句は消して使用すること。 2この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 3×印の項は、記載しないこと。 48は確認揮発油品質維持計画の場合のみ記載すること。  
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様式第11（第14条の6関係）（昭62通産令41・追加、平6通産令70・一部改正、平7通産令92・旧様式第11の3繰上・一部改正、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 生産（確認）揮発油品質維持計画変更届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第14条の6第1項の規定に より、次のとおり届けでます。 1登録年月日及び登録番号 2認定年月日及び認定番号 3変更の内容 従前の内容変更後の内容 4変更の年月日 5変更の理由 （備考）1不用な字句は消して使用すること。 2この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 3×印の項は、記載しないこと。  
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様式第12（第14条の7関係）（平7通産令92・全改、平10通産令35・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 生産（確認）揮発油品質維持計画終了日変更認定申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第14条の7第1項の認定を 受けたいので下記のとおり申請します。 記 1氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2認定年月日及び認定番号 3登録年月日及び登録番号 4認定計画に係る給油所の名称及び所在地 5変更前の計画終了日及び変更後の計画終了日 6申請前流通経路及び申請後流通経路 7揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第14条の2第4項第6号 の措置 8揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第14条の2第4項第7号 の措置 9揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第14条の2第4項第8号 に関すること （備考）1不用の字句は消して使用すること。 2この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 3×印の項は、記載しないこと。 49は確認揮発油品質維持計画の場合のみ記載すること。  
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様式第13（第15条の2関係）（昭56通産令89・追加、昭62通産令41・旧様式第11の2繰下、平6通産令70・一部改正、平7通産令92・旧様式第11の5繰下・一部改正、平16経産令22・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 分析委託（委託廃止）届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第16条の2第2項の規定により、次 のとおり届け出ます。 1登録年月日及び登録番号 2委託（委託廃止）に係る給油所の名称及び所在地 3委託先（委託廃止先）の登録分析機関の名称 4委託（委託廃止）の年月日 （備考）1不用の字句は消して使用すること。 2この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 3×印の項は、記載しないこと。  
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様式第14（第16条関係）（昭62通産令41・全改、平7通産令92・旧様式第12繰下・一部改正、平16経産令22・一部改正） ↑ 揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく揮発油の品 質管理等に関する表示 氏名又は名称 40㎝以上 登録年月日 登録番号 給油所の名称 品質管理者の氏名 使用する分析設備の種類 又は登録分析機関の名称 ↓ ↑ 10㎝ 以× 上 ↓ ←60㎝以上→ （備考）×印の項は、認定計画に係る給油所である場合に限り表示するものとし、その場合は当該給油所に係る計画が揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第14条の2第1項又は第2項の認定を受けている旨及び当該計画の終了の日を記載するものとする。  
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係
）

様式第14の2（第17条の2関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油特定加工品質確認計画認定申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 下記の揮発油特定加工品質確認計画について揮発油等の品質の確保等に 関する法律施行規則第17条の2第1項の認定を受けたいので申請します。 記 1揮発油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ ては、その代表者の氏名 2登録年月日及び登録番号 3揮発油特定加工計画特定加工場所の所在地 4計画の開始の日及び計画の終了の日 5混和前揮発油生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて は、その代表者の氏名 6揮発油特定加工計画期間中、第17条の2第1項第1号により確認された 混和前の揮発油が混和前揮発油生産業者等により継続的に生産又は輸入さ れることを確実にするための措置 7揮発油特定加工計画期間中の混和前揮発油流通経路 8混和対象物生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 その代表者の氏名 9混和対象物生産業者等が生産又は輸入する混和対象物を生産又は輸入す る場所 10揮発油特定加工計画期間中、第17条の2第1項第1号により確認された 混和対象物が混和対象物生産業者等により継続的に生産又は輸入されるこ とを確実にするための措置 11揮発油特定加工計画期間中の混和対象物流通経路 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 34の欄には、第17条の3第2項に規定する3月以内に1回の頻度で行う届出の提出時期についても記載すること。  
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様式第14の3（第17条の3関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 認定揮発油特定加工業者揮発油規格適合確認届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第17条の3第2項の規定 により、次のとおり届け出ます 1登録年月日及び登録番号 2認定年月日及び認定番号 3確認実施日 4確認結果 5確認を行った登録分析機関その他の第三者の試験分析機関名 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3揮発油の分析を自ら行う者にあつては、5の欄に分析設備の製造者名、型式、数量、設置場所を記載すること。  
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様式第14の4（第17条の5関係）（平20経産令81・追加、平21経産令31・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油特定加工品質確認計画変更申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第17条の5の規定によ り、次のとおり申請します。 1登録年月日及び登録番号 2認定年月日及び認定番号 3変更の内容 従前の内容変更後の内容 4変更の年月日 5変更の理由 （備考） 1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様式第14の5（第17条の6関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油特定加工品質確認計画変更届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第17条の6の規定によ り、次のとおり届け出ます。 1登録年月日及び登録番号 2認定年月日及び認定番号 3変更の内容 従前の内容変更後の内容 4変更の年月日 5変更の理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様式第14の6（第17条の7関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油特定加工品質確認計画終了日変更申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第17条の7の認定を受け たいので下記のとおり申請します。 記 1揮発油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ ては、その代表者の氏名 2登録年月日及び登録番号 3揮発油特定加工計画特定加工場所の所在地 4計画の開始の日及び計画の終了の日 5混和前揮発油生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて は、その代表者の氏名 6揮発油特定加工計画期間中、第17条の2第1項第1号により確認された 混和前の揮発油が混和前揮発油生産業者等により継続的に生産又は輸入さ れることを確実にするための措置 7揮発油特定加工計画期間中の混和前揮発油流通経路 8混和対象物生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 その代表者の氏名 9混和対象物生産業者等が生産又は輸入する混和対象物を生産又は輸入す る場所 10揮発油特定加工計画期間中、第17条の2第1項第1号により確認された 混和対象物が混和対象物生産業者等により継続的に生産又は輸入されるこ とを確実にするための措置 11揮発油特定加工計画期間中の混和対象物流通経路 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 34の欄には、第17条の3第2項に規定する3月以内に1回の頻度で行う届出の提出時期についても記載すること。  
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様式第15（第18条関係）（平7通産令92・追加、平15経産令93・平15経産令129・平16経産令22・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油輸入届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第17条の4第4項の規定により、次 のとおり届け出ます。 分析を行う品質管 理責任者又は登録 分析機関の名称 鉛硫黄MTBE酸素ベンゼン 法第17条の4第1 項の確認の結果灯油メタノーエタノー 実在ガム色 混入ルル 精製又は加工する場所 精製又は加工する方法 輸入数量キロリットル 輸入価格（CIF）円／キロリットル・ドル／バーレル 積出港 輸入地 輸入年月日年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第18条第1項第1号に掲げる用途の届出をする者は、精製又は加工する場所、精製又は加工する方法の項は、記載しないこと。 4規則第18条第1項第2号に掲げる用途の届出をする者は、分析を行う品質管理責任者又は登録分析機関の名称、法第17条の4第1項の確認の結果の項は、記載しないこと。 
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様式第16（第19条関係）（平7通産令92・追加、平15経産令93・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 揮発油輸入変更届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第17条の4第6項の規定により、次 のとおり届け出ます。 1変更の内容 従前の内容変更後の内容 2変更の年月日 3変更の理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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の
２
（
第
２
２
条
の
３
関
係
）

様式第18の2の2（第22条の3関係）（平20経産令81・追加、平21経産令31・一部改正、平24経産令26・旧様式第18の2繰下、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×審査結果 ×受理年月日年月日 ×認定番号 軽油試験研究計画認定申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 下記の軽油試験研究計画について揮発油等の品質の確保等に関する法律 施行規則第22条の3第1項の認定を受けたいので申請します。 記 1氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者又は軽油特定加工業者が試 験研究用軽油を販売する場合にあつては、当該試験研究用軽油を自動車用 燃料として用いる者の氏名（法人の場合にあつては名称及び代表者の氏 名）、住所及び連絡先 3試験研究の開始の日及び終了の日（試験研究用軽油を販売する場合にあ つては、試験研究用軽油の販売の開始の日及び終了の日並びに試験研究の 開始の日及び終了の日） 4試験研究の目的及び実施の場所 5試験研究用軽油の品質 6試験研究用軽油の生産を行う場所（試験研究用軽油を輸入する場合にあ つては、当該試験研究用軽油を輸入する者から当該試験研究を実施する場 所までの流通の経路） 7試験研究用軽油を用いる自動車の自動車登録番号標又は車両番号標及び 型式 8試験研究における安全を確保するための措置及び管理体制 9前号の措置を講じ、及び管理体制を維持するための経理的基礎及び技術 的能力 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 33、4、7、8及び9の記載は、試験研究用軽油を供給する者が試験研究用軽油を自動車の燃料として用いて試験研究を行う者から提供された資料を確認し、その資料の添付をもつて記載に代えることができる。 
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様
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（
第
２
２
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の
５
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係
）

様式第18の3（第22条の5関係）（平20経産令81・追加、平21経産令31・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油試験研究計画変更申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第22条の5の規定によ り、次のとおり申請します。 1認定年月日及び認定番号 2変更の内容 従前の内容変更後の内容 3変更の年月日 4変更の理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3軽油試験研究計画認定申請書の3、4、7、8及び9の記載について変更がある場合は、試験研究用軽油を供給する者が試験研究用軽油を自動車の燃料として用いて試験研究を行う者から提供された資料を確認し、その資料の添付をもつて記載に代えることができる。  
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（
第
２
２
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の
６
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係
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様式第18の4（第22条の6関係）（平20経産令81・追加、平21経産令31・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油試験研究計画中間報告書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第22条の6第3項の規定 により、次のとおり提出いたします。 1認定年月日及び認定番号 2試験研究用軽油が軽油試験研究計画に記載された品質に適合することに ついての確認状況 3試験研究用軽油を用いる自動車の安全性を確保するための構造上又は維 持管理上の改善対策の実施状況 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 33の記載は、試験研究用軽油を供給する者が試験研究用軽油を自動車の燃料として用いて試験研究を行う者から提供された資料を確認し、その資料の添付をもつて記載に代えることができる。  
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（
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２
２
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係
）

様式第18の5（第22条の6関係）（平20経産令81・追加、平21経産令31・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油試験研究計画最終報告書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第22条の6第4項の規定 により、次のとおり提出いたします。 1認定年月日及び認定番号 2試験研究用軽油を用いた場合の、自動車の安全性を確保するための構造 上または維持管理上の改善対策の評価 3試験研究用軽油を用いた場合の、自動車の大気環境に与える影響及びそ の評価 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 32及び3の記載は、試験研究用軽油を供給する者が試験研究用軽油を自動車の燃料として用いて試験研究を行う者から提供された資料を確認し、その資料の添付をもつて記載に代えることができる。  
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様
式
第
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（
第
２
５
条
の
２
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係
）

様式第19の2（第25条の2関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油特定加工品質確認計画認定申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 下記の軽油特定加工品質確認計画について揮発油等の品質の確保等に関 する法律施行規則第25条の2第1項の認定を受けたいので申請します。 記 1軽油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて は、その代表者の氏名 2登録年月日及び登録番号 3軽油特定加工計画特定加工場所の所在地 4計画の開始の日及び計画の終了の日 5混和前軽油生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 その代表者の氏名 6軽油特定加工計画期間中、第25条の2第1項第1号により確認された混 和前の軽油が混和前軽油生産業者等により継続的に生産又は輸入されるこ とを確実にするための措置 7軽油特定加工計画期間中の混和前軽油流通経路 8混和対象物生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 その代表者の氏名 9混和対象物生産業者等が生産又は輸入する混和対象物を生産又は輸入す る場所 10軽油特定加工計画期間中、第25条の2第1項第1号により確認された混 和対象物が混和対象物生産業者等により継続的に生産又は輸入されること を確実にするための措置 11軽油特定加工計画期間中の混和対象物流通経路 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 34の欄には、第25条の3第2項に規定する3月以内に1回の頻度で行う届出の提出時期についても記載すること。  

92



様
式
第
１
９
の
３
（
第
２
５
条
の
３
関
係
）

様式第19の3（第25条の3関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 認定軽油特定加工業者軽油規格適合確認届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第25条の3第2項の規定 により、次のとおり届け出ます。 1登録年月日及び登録番号 2認定年月日及び認定番号 3確認実施日 4確認結果 5確認を行った登録分析機関その他の第三者の試験分析機関名 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3軽油の分析を自ら行う者にあつては、5の欄に分析設備の製造者名、型式、数量、設置場所を記載すること。  
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２
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の
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係
）

様式第19の4（第25条の5関係）（平20経産令81・追加、平21経産令31・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油特定加工品質確認計画変更申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第25条の5の規定によ り、次のとおり申請します。 1登録年月日及び登録番号 2認定年月日及び認定番号 3変更の内容 従前の内容変更後の内容 4変更の年月日 5変更の理由 （備考） 1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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２
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様式第19の5（第25条の6関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油特定加工品質確認計画変更届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第25条の6の規定によ り、次のとおり届け出ます。 1登録年月日及び登録番号 2認定年月日及び認定番号 3変更の内容 従前の内容変更後の内容 4変更の年月日 5変更の理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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（
第
２
５
条
の
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係
）

様式第19の6（第25条の7関係）（平20経産令81・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油特定加工品質確認計画終了日変更申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第25条の7の認定を受け たいので下記のとおり申請します。 記 1軽油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて は、その代表者の氏名 2登録年月日及び登録番号 3軽油特定加工計画特定加工場所の所在地 4計画の開始の日及び計画の終了の日 5混和前軽油生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 その代表者の氏名 6軽油特定加工計画期間中、第25条の2第1項第1号により確認された混 和前の軽油が混和前軽油生産業者等により継続的に生産又は輸入されるこ とを確実にするための措置 7軽油特定加工計画期間中の混和前軽油流通経路 8混和対象物生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 その代表者の氏名 9混和対象物生産業者等が生産又は輸入する混和対象物を生産又は輸入す る場所 10軽油特定加工計画期間中、第25条の2第1項第1号により確認された混 和対象物が混和対象物生産業者等により継続的に生産又は輸入されること を確実にするための措置 11軽油特定加工計画期間中の混和対象物流通経路 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 34の欄には、第25条の3第2項に規定する3月以内に1回の頻度で行う届出の提出時期についても記載すること。  
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様式第20（第26条関係）（平21経産令31・全改、令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油輸入届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第17条の8第2項において準用する 法第17条の4第4項の規定により、次のとおり届け出ます。 分析を行う品質管 理責任者又は登録 分析機関の名称 法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項の確認の結果 硫黄セタン指数留出温度 脂肪酸メチルエ トリグリセリドメタノール ステル ぎ酸、酢酸及び 酸価プロピオン酸の酸価の増加 合計 精製又は加工する 場所 精製又は加工する 方法 輸入数量キロリットル 輸入価格（CIF）円／キロリットル・ドル／バーレル 積出港 輸入地 輸入年月日年月日  
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第
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係
）

様式第21（第26条関係）（平7通産令92・追加、平17経産令6・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 軽油輸入変更届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第17条の8第2項において準用する 法第17条の4第6項の規定により、次のとおり届け出ます。 1変更の内容 従前の内容変更後の内容 2変更の年月日 3変更の理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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様式第22（第29条関係）（平7通産令92・追加） （備考）1Hは8㎝以上とする。 2外形線の内側（斜線部）は黒、背景は銀色とする。 3字体はゴシック体とする。  
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２
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係
）

様式第23（第31条関係）（平7通産令92・追加、平15経産令93・平15経産令129・平16経産令22・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 灯油輸入届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第17条の10第2項において準用する 法第17条の4第4項の規定により、次のとおり届け出ます。 分析を行う品質管 理責任者又は登録 分析機関の名称 法第17条の10第2硫黄引火点セーボルト指数 項において準用す る法第17条の4第 1項の確認の結果 精製又は加工する場所 精製又は加工する方法 輸入数量キロリットル 輸入価格（CIF）円／キロリットル・ドル／バーレル 積出港 輸入地 輸入年月日年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第31条において準用する規則第18条第1項第1号に掲げる用途の届出をする者は、精製又は加工する場所、精製又は加工する方法の項は、記載しないこと。 4規則第31条において準用する規則第18条第1項第2号に掲げる用途の届出をする者は、分析を行う品質管理責任者又は登録分析機関の名称、法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第1項の確認の結果の項は、記載しないこと。 
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）

様式第24（第31条関係）（平7通産令92・追加、平17経産令6・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 灯油輸入変更届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第17条の10第2項において準用する 法第17条の4第6項の規定により、次のとおり届け出ます。 1変更の内容 従前の内容変更後の内容 2変更の年月日 3変更の理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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）

様式第25（第46条関係）（平17経産令6・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 重油輸入届出書 年月日 殿 氏名又は名称法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第17条の12第2項において準用する 法第17条の4第4項の規定により、次のとおり届け出ます。 分析を行う品質管理 責任者又は登録分析 機関の名称 法第17条の12第2項 において準用する法 硫黄 無機酸 第17条の4第1項の 確認の結果 精製又は加工する場所 精製又は加工する方法 輸入数量キロリットル 輸入価格（CIF）円／キロリットル・ドル／バーレル 積出港 輸入地 輸入年月日年月日 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。 3揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第46条で準用する規則第18条第1項第1号に掲げる用途の届出をする者は、精製又は加工する場所、精製又は加工する方法の項は、記載しないこと。 4規則第46条で準用する規則第18条第1項第2号に掲げる用途の届出をする者は、分析を行う品質管理責任者又は登録分析機関の名称、法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第1項の確認の結果の項は、記載しないこと。  
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様
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２
６
（
第
４
６
条
関
係
）

様式第26（第46条関係）（平17経産令6・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 重油輸入変更届出書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第17条の12第2項において準用する 法第17条の4第6項の規定により、次のとおり届け出ます。 1変更の内容 従前の内容変更後の内容 2変更の年月日 3変更の理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は、記載しないこと。  
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２
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（
第
４
７
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係
）

様式第27（第47条関係）（平7通産令92・全改、平15経産令129・一部改正、平17経産令6・旧様式第25繰下・一部改正、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 登録申請書 年月日 殿 名称及び代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第17条の13第1項及び第2項の規定 により、下記の分析区分の登録を受けたいので申請します。 事業所の名称及び 分析区分 所在地 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
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３
０
（
第
５
４
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係
）

様式第30（第54条関係）（昭56通産令89・追加、平6通産令70・一部改正、平7通産令92・旧様式第12の5繰下・一部改正、平15経産令129・一部改正、平17経産令6・旧様式28繰下・一部改正、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 業務規程届出書 年月日 殿 名称及び代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第17条の18第1項の規定により、業 務規程を添付して届け出ます。 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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３
１
（
第
５
４
条
関
係
）

様式第31（第54条関係）（昭56通産令89・追加、平6通産令70・一部改正、平7通産令92・旧様式第12の6繰下・一部改正、平16経産令22・一部改正、平17経産令6・旧様式第29繰下・一部改正、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 業務規程変更届出書 年月日 殿 名称及び代表者の氏名 住所 揮発油等の品質の確保等に関する法律第17条の18第1項の規定により、業 務規程を添付して、次のとおり届け出ます。 1変更の内容 従前の内容変更後の内容 2変更の理由 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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３
２
（
第
５
５
条
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係
）

様式第32（第55条関係）（平7通産令92・全改、平16経産令22・一部改正、平17経産令6・旧様式第30繰下・一部改正、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 分析業務廃止（全部休止・一部休止）届出書 年月日 殿 名称及び代表者の氏名 住所 次のとおり分析業務を廃止（全部休止・一部休止）するので、揮発油等の 品質の確保等に関する法律第17条の21の規定により届け出ます。 分析区分 年月日 （備考）1不用の字句は消して使用すること。 2この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 3年月日欄は、廃止にあつては、廃止年月日、全部休止・一部休止にあつては、休止予定日及び再開予定日を記載すること。  
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（
第
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１
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係
）

様式第33（第61条関係）（平6通産令70・一部改正、平7通産令92・旧様式第13繰下・一部改正、平17経産令6・旧様式第31繰下・一部改正、令元経産令17・一部改正） 番号 収去証 氏名又は名称 事務所、給油所その他の事業場の名称及び所在地 油種等及び数量 揮発油等の品質の確保等に関する法律第20条第2項の規定により収去す る。 年月日 職氏名 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A5とすること。  
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）

様式第34（第62条関係）（平17経産令6・全改、平20経産令81・平21経産令31・令元経産令17・一部改正） （表） 第号 揮発油等の品質の確保等に関する法律 第20条第4項の規定による 立入検査証 職名及び氏名 年月日生 写真 （押出スタンプ割印） 年月日交付 発行者 （裏） 揮発油等の品質の確保等に関する法律（抄） 第20条（略） 2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生 産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、 軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第17条の4第2項の規定に より確認を行うべき者、揮発油特定加工業者又は軽油特定加工業者の事務 所、給油所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査さ せ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り揮発油、軽油、灯油、重 油その他の必要な試料を収去させることができる。 3経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 登録分析機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を 検査させることができる。 4前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携 帯し、関係者に提示しなければならない。 5第2項及び第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認 められたものと解釈してはならない。 第27条次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一～九（略） 十第20条第2項又は第3項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又 は忌避した者 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格B8とすること。  
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